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はじめに 

本市では、令和３年３月に「長岡京市第２期教育振興基本計画」を策定し、今後１０年間、目指

すべき方向として定めた“基本理念”、“目指す人間像”の実現に向け、各種教育施策を推進してま

いりました。 

近年、グローバル化の進展、生成 AI をはじめとするデジタル技術の飛躍的な進展、頻発する自

然災害、記録的猛暑などの気候変動など教育を取り巻く環境が大きく変化しています。そうした中、

学校教育においては GIGA スクール構想による ICT 環境の整備など環境整備が進んでいますが、増

え続ける不登校児童生徒への対応等の課題もあり、社会教育においては世代間交流の機会や担い手

の減少などの課題も生じています。 

そのため、計画期間の中間年を迎える令和７年度に、計画策定から５年間の取り組みの検証を行

うとともに、社会情勢等の変化に伴う、新たな教育課題や市民ニーズに対応するため、「中間見直

し」を実施し、今後５年間の本市教育行政の指針となる計画を再構築しました。 

今後も引き続き、激動の時代を豊かにたくましく生き、未来を拓く人材を育てるとともに、生涯

学び、活躍し、誰もが社会の担い手となる環境の整備に努めてまいります。こうした取り組みを通

して、本市の第４次総合計画基本構想において掲げる「住みたい 住み続けたい 悠久の都 長岡京」

の実現に向けたまちづくりを推進してまいります。 

最後に、この計画の策定にあたって、多大なご尽力をいただきました長岡京市教育振興基本計画

審議会の皆様をはじめ、関係者の皆様、多くの意見をいただきました市民の皆様に心から感謝申し

上げますとともに、本計画の推進に当たり引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

令和８年３月 

                    長岡京市教育長  西村 文則 
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第１章 計画の改定にあたって 
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１ 計画改定の趣旨 

本市では、令和３年３月に「長岡京市教育振興基本計画(第２期）」を策定し、「心のふれあいを大

切に 生きる力※をはぐくむ 明日の長岡京を創る しなやかな人づくり」の基本理念のもと、「思

いやりがあり、互いの違いを認め合い助け合える人」、「何事にも前向きに挑戦して未来を拓く人」、

「幅広い視野と柔軟な思考力を持つ人」を本市の教育が目指す市民の姿としました。その実現に向

けて令和３年度から１０年間で目指す４つの基本目標を定め、一人一台端末の整備、不登校※対応

への支援体制整備、体育館への空調整備など様々な教育改革に取り組んできました。 

しかし、本計画の策定後において、記録的な猛暑、地震や大雨などの自然災害の頻発、生成 AIを

はじめとするデジタル技術の進展など、教育を取り巻く状況に変化も見られるところです。 

国においては、令和５年６月に閣議決定された第４期教育振興基本計画で、「グローバル化する社

会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成」、「誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引

き出す共生社会の実現に向けた教育の推進」、「地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた

教育の推進」、「教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進」、「計画の実効性確保のための

基盤整備・対話」の５つの基本方針と、１６の教育政策の目標、基本施策及び指標が示され、各施

策が着実に推進されています。また、次期学習指導要領※に向けて、「主体的・対話的で深い学び※」

の実装」「多様性の包摂」「実現可能性の確保」の３つの方向性を踏まえた議論が進められています。 

さらに、京都府教育委員会においては、第２期京都府教育振興プランの改定が進められていると

ころです。 

そこで、長岡京市教育委員会では、本計画に基づく施策の進捗状況・評価とともに、教育を取り

巻く環境の変化、国や京都府の動向などを踏まえ、本計画が示す「基本理念、目指す人間像、基本

目標」を継承しつつ、今後５年間で必要な施策を本計画に盛り込むため、中間改定を行うものです。 
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２ 計画の位置づけ・計画期間 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、教育基本法第１７条第２項に規定されている「地方公共団体における教育の振興の

ための施策に関する基本的な計画」として策定しています。 

また、まちづくりの基本方針である「長岡京市第４次総合計画」の方向性を踏まえた教育に関

する分野別計画であり、他の本市関連計画とも整合性を図りながら施策を推進していくものです。 

なお、今回の中間改定に合わせて、「長岡京市子どもの読書活動推進計画」と「長岡京市文化芸

術推進ビジョン（地方文化芸術推進基本計画）」を本計画に統合し、他の教育分野との連携を図り、

一層積極的に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和１２年度までの１０年間であり、この度の中間見直しに

より改定した計画は令和８年度から１２年度の５年間を対象とします。 

なお、社会状況の大きな変化などにより必要な場合は、適宜見直しを行うものとします。 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

１０年度 

令和 

１１年度 

令和 

１２年度 

    

 

 

 

 
中間 
見直し 

 
 

   

  

第４期教育振興 
基本計画 

【文部科学省】 
 

参酌 

市の関連個別計画 
(長岡京市こども計画及び第３期
子ども・子育て支援事業計画) 

長岡京市第２期 
教育振興基本計画(改定版) 

長岡京市文化芸術推進ビジョン 

長岡京市子どもの読書活動推進計画 

長岡京市第４次総合計画（第３期基本計画） 

京都府第２期 
教育振興プラン 

(改定版) 

整合 

参酌 統合 

長岡京市文化財保存活用地域計画 

第２期長岡京市スポーツ推進計画 

長岡京市第２期教育振興基本計画 

整合 



4 

３ 中間見直しの策定体制 

（１）「長岡京市教育振興基本計画審議会」の設置 

本計画の中間見直しに当たり、有識者、関係団体、公募市民など１１名を長岡京市教育振興基

本計画審議会委員として委嘱し、「長岡京市教育振興基本計画審議会」を設置し、計画の中間見直

しについて審議しました。 

 

（２）パブリックコメントの実施 

中間見直し内容について、市民からの幅広い意見を考慮して最終的な意思決定を行うために、

令和７年１２月１７日から令和８年１月１６日にかけて『長岡京市第２期教育振興基本計画中間

見直し(案）』に対する意見募集（パブリックコメント）を実施しました。 

 

（３）意見聴取の実施 

令和８年１月に、市民参加型合意形成プラットフォーム「Voice NAGAOKAKYO」を活用した児童

生徒の意見聴取を実施しました。 

① 対象 

小学生：市立小学校に通う小学４，５，６年生 

中学生：市立中学校に通う中学１，２年生 

 

② 方法 

対象学年の各教室にポスターを掲示し、児童生徒が GIGA 端末で QR コードを読み取り、各

自で意見を投稿する形式。   

 

③ 質問項目 

「あなたは、どんな学校に通いたいと思いますか？」 

 

④ 結果 

（注）意見聴取結果の一部については、本計画書資料編「意見聴取結果からみる長岡京市の教

育」（95P～）に掲載しています。 

開催期間 対象者 対象者数 投稿件数 

令和８年１月８日(木) 

～ 

１月２３日(金) 

小学４，５，６年生 ２,３１５人 ７２１件 

中学１，２年生 １,４３０人 １７８件 

合計 ３,７４５人 ８９９件 
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第２章 長岡京市の教育を取り巻く状況 
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１ 社会情勢の変化 

〇 人口減少と少子高齢化の進行 

我が国の人口は、平成２０(２００８)年をピークとして減少傾向にあり、現在の生産年齢人口

(１５～６４歳)は、２０５０年には２/３に減少すると推計されています。 

本市では、総人口は緩やかに増加し、転入・転出もほぼ均衡していますが、将来的には、減少傾

向に転じ、少子・高齢化が進むと考えられます。 

こうした人口構成の変化が社会や市民の生活に与える影響を踏まえると、児童生徒や働き盛り

の世代の人々そして高齢者がそれぞれの能力を生かし、力を合わせて、心豊かに安心して暮らせる

地域や社会を次代に引き継ぐことのできるよう、環境の整備に努めることが重要となります。 

 

〇 地域コミュニティの希薄化、社会の多様化、ウェルビーイング※の向上 

人々の付き合いが疎遠になるなど、地域コミュニティの弱体化が指摘されており、困難を抱えた

親子などが地域で孤立するという深刻な状況が起きています。 

本市においても、核家族化の進行により、世代間交流の機会が減少するとともに地域活動参加へ

の余裕がない人が増加しており、自治会加入者の減少や自治会未組織地域の増加がみられます。子

どもの社会性や自立心などの育ちをめぐる課題に社会全体で向き合い、親子の育ちを支えていく

ことが重要です。 

また、性の多様性、障がいの有無や家庭環境などに関わらず、多様性を認め合う共生社会の実現

を目指す必要があります。 

日本の社会・文化的背景を踏まえ、自己肯定感や自己実現などの獲得的な要素と、人とのつなが

りや利他性、社会貢献意識など協調的な要素を調和的・一体的に育み、「調和と協調」に基づくウ

ェルビーイングを教育を通じて向上させていくことが求められます。 

 

〇 子どもの権利、子どもの貧困 

民法・公職選挙法の改正により、成年年齢・選挙年齢が１８歳に引き下げられ、さらに、こども

基本法の制定により、子どもが意見を表明し、社会に参加する権利などが保障されました。 

一方、厚生労働省の調べによれば、日本の１７歳以下のこどもの貧困率は１１.５％（２０２１

年）で、約８.７人に 1人のこどもが貧困状態にあるともいわれています。「栄養バランスのとれた

食事は、1日の中で給食しかない。」「高校や大学、専門学校に進学したいけれど、経済的な理由で

あきらめている。」といった、「相対的貧困(経済協力開発機構(OECD)の基準による）」の状態にある

ことで、健やかな成長に必要な生活環境や教育の機会が確保されていない子どもがいます。 

子どもの将来が、生まれ育った環境に左右されることのないよう、子どもたちの健やかな成長

を、社会全体で支えていかなければなりません。 
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〇 人生１００年時代※や超スマート社会の到来(DXや AI※の進展) 

誰もが幸せに、いつまでも生きがいをもって健康的な生活を送るためには、一生涯学び続けられ

ること、何歳からでも学び直しができること、地域とのつながりを持ち活躍できる場があることが

重要であり、人生１００年時代を見据えた生涯学習の仕組みづくりが求められています。また、

「超スマート社会（Society5.0※）」の到来が予測されるなか、さまざまな分野で人工知能（AI）技

術の活用が始まっています。 

多様化・複雑化する時代を生きる子どもたちが、自分の将来に夢や希望を持って主体的に社会に

かかわり、自ら未来を切りひらいていくためには、知識や情報、技術を活用する力、人間関係を形

成する力、自律的に行動する力など、これからの社会を生き抜くために必要な基礎となる能力の育

成が求められています。 

  

〇 グローバル化の進展と持続可能な開発目標(SDGs※) 

経済活動が地球規模に広がり、私たちの生活は、海外の国や地域で起こる事象に、様々な形で影

響を受けるようになっています。インターネットを通じたコミュニケーションが広く普及した現

在、個人のレベルでも、物理的距離や時間的な隔たりを乗り越え、文化的な背景や言語の異なる

人々とつながる機会が、飛躍的に拡大しました。そうした利便性を十分に享受するためには、外国

語、とりわけ英語教育の充実とともに、異なる文化を理解し尊重する態度を身に付ける必要があり

ます。 

これまで成長一辺倒だった社会の価値観に対して、持続可能性という考え方が重視されるよう

になっています。平成２７年(２０１５年)９月の国連サミットで、２０３０年を期限とする持続可

能な開発目標(SDGs)が採択されており、これを受けて、国は平成２８年に「持続可能な開発目標

(SDGs)実施指針」を策定し、持続可能で強靭な、誰一人取り残さない社会の実現に向けた取組を推

進しています。 

 

〇 情報リテラシー※の必要性 

現在は、第４次産業革命の時代と呼ばれています。技術の革新によってあらゆるものがインター

ネットにつながり、情報やデータがリアルタイムで交換・蓄積されるようになりました。スマート

フォンに代表される情報通信機器は、暮らしを便利にする一方で、インターネット依存や SNS※を

きっかけとしたいじめ※やトラブルなど、以前にはなかった新たな課題を生んでいます。情報や情

報機器を適切に扱えるよう、情報教育の充実の必要性が高まっています。 
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〇 激甚化する大規模自然災害や記録的猛暑、未知の感染症など、前例のない事態への対応 

日本はもともと地震の多い国ですが、南海トラフ地震の３０年以内の発生率が８０％に引き上

げられるなど、引き続き備えや対策を行うことが求められています。近年はその他にも、想定外の

豪雨や台風による河川の決壊や地滑り等、大きな被害が生じており自然災害は激甚化の傾向にあ

ります。また、夏季の気温が上昇し熱中症のリスクが高まっていることを受け、気候変動適応法が

改正され、熱中症対策が強化されました。 

令和２年には新型コロナウイルス感染症が全国的に蔓延したため緊急事態宣言が発令され、宣

言の解除後も感染拡大防止のため、身体的距離の確保やテレワークの推進等の「新しい生活様式」

が提唱され、社会のあらゆる分野で生活や活動の在り方が見直されました。 

このように激甚化する大規模災害や記録的猛暑、未知の感染症の蔓延など、前例のない対応を求

められることが今後も発生すると予想されるなかで、一人一人が自ら判断し、対応できる力を育む

ことがより一層求められています。 

 

〇 ＶＵＣＡの時代、国際情勢の不安定化 

現代は将来の予測が困難な時代であり、その特徴である変動性(Volatility)、不確実性

(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)の頭文字をとって「ＶＵＣＡ」の時代と

も言われています。このような時代に対応する強靭さ(レジリエンス)を備えた社会を構築できる

かが課題といえます。 

第二次世界大戦が終結してから８０年が経過しました。しかし、ロシアのウクライナ侵攻をはじ

め、現在も世界各地で戦争が続いている状況において、平和の大切さをたゆまず継承していくこと

が必要です。子どもたちが、「平和」の大切さや「命」の尊さについて学ぶ機会の充実が一層求め

られています。  
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２ 国の動向 

○第４期教育振興基本計画の策定 

令和５年６月には第４期教育振興基本計画が策定され、２０４０年以降の社会を見据えた教育

政策におけるコンセプトとも言うべき総括的な基本方針として「持続可能な社会の創り手の育成」

及び「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」が掲げられ、以下の５つの方針により取組が

整理されました。 

 

【今後の教育政策に関する基本的な方針】 

１ グローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成 

２ 誰一人取り残されず、全ての人の可能性を引き出す共生社会の実現に向けた教育の推進 

３ 地域や家庭で共に学び支え合う社会の実現に向けた教育の推進 

４ 教育デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進 

５ 計画の実効性確保のための基盤整備・対話 

 

 

＜学校教育＞ 

○学習指導要領の全面実施、次期学習指導要領に向けた議論が開始 

学習指導要領が全面改訂され、小中学校では平成 30年度から移行期間となり、小学校は令和２

年度、中学校は令和３年度から全面実施となりました。 

学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」や、「カリキュラム・マネジメント※の確立」

を重視し、教育課程※全体や各教科などの学びを通じて「何ができるようになるのか」という観点

から、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の３つの柱か

らなる「資質・能力」を総合的にバランスよく育んでいくことを目指しています。 

また文部科学大臣から、令和６年１２月２５日に中央教育審議会に、「初等中等教育における教

育課程の基準等の在り方について」が諮問され、次期学習指導要領に向けた議論が始まりました。 

 

○学校における働き方改革、教師を取り巻く環境整備 

中央教育審議会において、学校の組織運営体制の在り方、学校の労働安全衛生管理、勤務時間管

理の徹底、時間外勤務の抑制に向けた制度的な措置等について審議が行われ、平成３１年１月に

「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方

改革に関する総合的な方策について(答申)」が示されました。 

また、学校における働き方改革の更なる加速化、多様化・複雑化する教育課題への対応に向けた

学校の指導・運営体制の充実、高度専門職である教師の職務の重要性にふさわしい処遇改善を総合

的に推進するため、令和７年６月に給与特別措置法が改正されました。 

教師一人一人や学校の取組も重要ですが、教育委員会、家庭、地域等を含めた全ての関係者がそ

れぞれの立場でできる取組を直ちに実行することが求められています。 
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○「令和の日本型学校教育」の構築を目指して 

社会の在り方が劇的に変わる「Society5.0 時代」の到来や、新型コロナウイルスの感染拡大な

ど、先行き不透明な「予測困難な時代」の中で、これまでの「日本型学校教育(生徒指導の面でも

主要な役割を担い、児童生徒の状況を総合的に把握して教師が指導を行う教育）」が果たしてきた

学校教育の役割を重視し、継承しながら、学校における働き方改革や、GIGA スクール構想※の実現

を加速・充実させ、全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びを実

現する「令和の日本型学校教育」の構築に向けた方向性が令和３年１月に中央教育審議会の答申と

して示されました。 

 

＜社会教育＞ 

○社会教育法の改正 

地域全体で子どもたちの成長を支え、地域を創生する「地域学校協働活動※」を実施する教育委

員会における、地域住民などと学校との連携協力体制の整備などを目的として、社会教育法が平成

２９年３月に改正されました。 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正 

平成２７年１２月にとりまとめられた中央教育審議会答申「新しい時代の教育や地方創生の実

現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進方策について」を踏まえ、学校運営協議

会の設置の努力義務化やその役割の充実などを目的として、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律が平成２９年４月に改正されました。 

 

○文化芸術基本法の改正 

文化芸術そのものの振興にとどまらず、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他

の各関連分野における施策を法律の範囲に取り込むことや、文化芸術により生み出される様々な

価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用することを目的として、文化芸術基本法が平成２９年

６月に改正されました。 

 

○文化財保護法の改正 

無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を新設し、幅広く文化財の裾野を広げて保存・活用

を図るとともに、地方公共団体による文化財の登録制度及び文部科学大臣への文化財の登録の提

案等について定め、社会の変化に対応した文化財保護制度の整備を図ることを目的として、文化財

保護法が令和４年４月に改正されました。 
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３ 京都府の動向 

○第２期京都府教育振興プラン 

令和３年３月に第２期京都府教育振興プランが策定されました。 

計画では、社会がどのように変化しようと自ら主体的に取り組み、未来の社会を担うことができ

る人間像を目指すため、「考える力」「つながる力」「創造する力」の３つを「はぐくみたい力」と

して示しています。 

また、今期計画から新たに①学校強靱化、②個別最適化、③高校改革、④働き方改革の４つの視

点を柱とした「ICT※の活用」を施策の推進方策における重点アプローチとして位置付けています。 

 

４ 本市の動向 

〇長岡京市第２期教育振興基本計画の進捗状況・成果と課題 

長岡京市第２期教育振興基本計画(令和３年度～令和 1２年度)では、「心のふれあいを大切に 生

きる力をはぐくむ 明日の長岡京を創る しなやかな人づくり」を基本理念に、４つの基本目標、

１１の基本施策を設定し、分野ごとの施策の方向性に基づく、様々な事業に取り組んできました。

各施策分野の主な取組は着実に進められています。 

ここでは、第２期計画の中間見直し時点における取組の進捗状況・成果と課題について記述しま

す。 

長岡京市第２期教育振興基本計画の指標の推移 

  

 

基本 

目標 

基本 

施策 
指 標 

計画策定時 

R元 
R３ R４ R５ R６ 

１ 

子
ど
も
た
ち
の
「
生
き
る
力
」
の
育
成 

⑴ 

学
力
の
充
実
・向
上 

1 

これまでに受けた授業で、課題の解決に向けて自分で考え

取り組んでいたと考えている児童生徒の割合（全国学力・学

習状況調査（児童生徒質問紙）） 

(小6) 76.2％ 

(中3) 72.3％ 

(小6）77.7％ 

(中3）85.7％ 

(小6）73.4％ 

(中3）78.7％ 

(小6）76.7％ 

(中3）79.1％ 

(小6）77.3％ 

(中3）84.3％ 

2 

学校の友達と話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、

広げたりすることができていると考えている児童生徒の割合

（全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙） 

(小6) 75.4％ 

(中3) 73.7％ 

(小6）79.2％ 

(中3）81.0％ 

(小6）77.4％ 

(中3）78.2％ 

(小6）79.9％ 

(中3）79.5％ 

(小6）84.0％ 

(中3）87.3％ 

3 
全国学力・学習状況調査の正答数分布状況(平均正答数

1/2以下の割合） 

(小学6年生) 

国語6.6％ 

算数3.6％ 

(中学3年生) 

国語7.0％ 

数学8.7％ 

英語3.8％ 

(小学6年生) 

国語3.9％ 

算数4.2％ 

(中学3年生) 

国語4.3％ 

数学7.6％ 

※英語実施無し 

(小学6年生) 

国語7.2％ 

算数6.4％ 

(中学3年生) 

国語2.1％ 

数学9.8％ 

※英語実施無し 

(小学6年生) 

国語3.7％ 

算数7.5％ 

(中学３年生) 

国語5.1％ 

数学9.5％ 

英語9.5％ 

(小学6年生) 

国語5.5％ 

算数7.3％ 

(中学３年生) 

国語8.1％ 

数学12.6％ 

※英語実施無し 

4 英語技能検定３級レベル相当以上の割合 43.5％ 55.3％ 51.9％ 44.9％ 61.9％ 

5 
京都府学力診断テスト質問紙調査における、「外国語(英語)

の勉強は好きだった」の回答率 
74.0％ 66.8％ ※質問項目無し 54.5％ 56.1％ 

6 

外国の人と友達になったり、外国のことについてもっと知った

りしてみたいと考えている児童生徒の割合（全国学力・学習

状況調査（児童生徒質問紙）） 

(小6) 64.6％ 

(中3) 61.6％ 
※質問項目無し ※質問項目無し 

(小6)69.1％ 

(中1)64.7％ 
※質問項目無し 
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１ 

子
ど
も
た
ち
の
「
生
き
る
力
」
の
育
成 

⑵ 

心
の
教
育
の
推
進 

7 児童生徒一人あたりの図書室図書の読書冊数 
(小)34.2冊 

(中) 5.8冊 

(小)38.8冊 

(中) 6.6冊 

(小)37.3冊 

(中) 6.5冊 

(小)38.8冊 

(中) 5.5冊 

(小)37.2冊 

(中) 5.7冊 

8 
学校の授業時間以外の勉強時間が平日１日当たり 30 分に

満たない子どもの割合（全国学力・学習状況調査） 

(小6) 7.4％ 

(中3) 19.7％ 

(小6) 9.2％ 

(中3)10.5％ 

(小6)18.0％ 

(中3)15.6％ 

(小6)13.0％ 

(中3)20.0％ 

(小6)17.6％ 

(中3)16.9％ 

9 もうすぐ１年生事業に取り組む小学校数 10校 10校 10校 10校 10校 

10 
部活動の参観公開や小学校と教育活動の連携を行っている

中学校数 
4校 4校 4校 4校 4校 

11 

これまで受けた道徳の授業では、自分の考えを深めたり、学

級やグループで話し合ったりする活動に取り組んでいたと考

えている児童生徒の割合（全国学力・学習状況調査（児童生

徒質問紙）） 

(小6) 81.7％ 

(中3) 75.9％ 

(小6)82.8％ 

(中3)83.7％ 

(小6)77.8％ 

(中3)86.7％ 

(小6)80.6％ 

(中3)85.1％ 

(小6)88.3％ 

(中3)90.3％ 

12 

学級生活をよりよくするために学級会で話し合い、互いの意

見のよさを生かして解決方法を決めていると思う児童生徒の

割合（全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙）） 

(小) 75.0％ 

(中) 76.0％ 

(小)72.2％ 

(中)74.4％ 

(小)65.4％ 

(中)77.6％ 

(小)70.6％ 

(中)73.3％ 

(小)85.6％ 

(中)87.8％ 

13 非行防止教室の開催状況 
(小) 100％ 

(中) 100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小） 90％ 

（中）100％ 

（小） 90％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

14 
人権教育全体計画を作成し、これに基づき人権学習を実施し

ている学校の割合 

(小) 100％ 

(中) 100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

15 
人の気持ちが分かる人間になりたいと思っている児童生徒

の割合（京都府学力・学習状況調査（児童生徒質問紙）） 

(小4) 95.0％ 

(中1) 98.0％ 

(中2) 97.0％ 

(小4) 93.9％ 

(中1) 96.3％ 

(中2) 94.5％ 

※質問項目無し 

(小4) 91.7％ 

(中1) 95.4％ 

(中2) 96.3％ 

(小4) 91.3％ 

(中1) 96.7％ 

(中2) 93.6％ 

16 
今住んでいる地域の自然や歴史について関心がある児童生

徒の割合（京都府学力・学習状況調査（児童生徒質問紙）） 

(小4) 66.0％ 

(中1) 63.0％ 

(中2) 33.0％ 

(小4) 56.0％ 

(中1) 52.0％ 

(中2) 31.0％ 

※質問項目無し 

(小4) 62.0％ 

(中1) 44.1％ 

(中2) 37.5％ 

(小4) 65.0％ 

(中1) 45.0％ 

(中2) 34.4％ 

⑶ 

健
康
・安
全
教
育
の
推
進 

17 
薬物乱用防止教室を実施している学校の割合（学校保健等

に関する調査） 

(小) 100％ 

(中) 100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

18 
朝食を毎日食べている児童生徒の割合（全国学力・学習状

況調査（児童生徒質問紙）） 

(小) 96.5％ 

(中) 94.5％ 

（小）96.6％ 

（中）95.0％ 

（小）95.0％ 

（中）93.9％ 

（小）94.8％ 

（中）91.1％ 

（小）94.2％ 

（中）91.7％ 

19 防犯、交通安全教室を実施している学校の割合 
(小) 100％ 

(中) 100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

20 小学校通学路の安全点検対策調査の実施 全校区実施 全校区実施 全校区実施 全校区実施 全校区実施 

21 学校給食（副食）の残食率 
(小) なし 

(中) 1.65％ 

（小）1.6％ 

（中）2.3％ 

（小）1.6％ 

（中）1.7％ 

（小）1.4％ 

（中）1.5％ 

（小）1.5％ 

（中）1.4％ 

22 
体力・運動能力の総合評価 D、Ｅ層の児童・生徒の割合（全

国体力・運動能力、運動習慣等調査） 

（小5） 

男子26.3％ 

女子25.9％ 

（中2） 

男子30.2％ 

女子 7.2％ 

（小5） 

男子45.7％ 

女子51.5％ 

（中2）  

男子30.8％ 

女子14.1％ 

（小5） 

男子38.6％ 

女子31.1％ 

（中2） 

男子26.2％ 

女子14.5％ 

（小5） 

男子42.2％ 

女子39.5％ 

（中2） 

男子26.0％ 

女子15.2％ 

（小5） 

男子41.2％ 

女子36.8％ 

（中2） 

男子35.5％ 

女子12.9％ 

⑷ 

き
め
細
か
な
支
援
の
充
実 

23 
特別な支援を要する子どもに係る個別の指導計画が作成さ

れている割合 

(小) 100％ 

(中) 100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

24 関係機関との連携、情報共有 
連携、情報共有

の実施 

連携、情報共有

の実施 

連携、情報共有

の実施 

連携、情報共有

の実施 

連携、情報共有

の実施 

25 特別支援コーディネーターを中心とした校内指導の実施 指導の実施 指導の実施 指導の実施 指導の実施 指導の実施 

26 

教員は特別支援教育について理解し、児童の特性に応じた

指導上の工夫を行っている学校の割合（全国学力・学習状況

調査（学校質問紙）） 

(小) 100％ 

(中) 75％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

27 重大事案発生件数 0件 0件 0件 0件 0件 

28 
いじめはどんな理由があってもいけないことだと思う児童生

徒の割合（全国学力・学習状況調査（児童生徒質問紙）） 

(小) 98.7％ 

(中) 95.9％ 

(小)96.4％ 

(中)97.7％ 

(小)96.1％ 

(中)96.3％ 

(小)96.4％ 

(中)91.2％ 

(小)96.7％ 

(中)94.6％ 

29 
学校に行くのは楽しいと思う児童生徒の割合（全国学力・学

習状況調査（児童生徒質問紙）） 

(小6) 84.7％ 

(中3) 81.4％ 

(小6) 81.3％ 

(中3) 86.0％ 

(小6)83.2％ 

(中3)83.9％ 

(小6)82.9％ 

(中3)80.5％ 

(小6)84.4％ 

(中3)84.2％ 
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基本 

目標 

基本 

施策 
指 標 

計画策定時 

R元 
R３ R４ R５ R６ 

２ 

持
続
可
能
な
教
育
施
策
推
進
の
た
め
の
環
境
整
備 

⑹ 

学
び
を
支
え
る
環
境
の
整
備 

35 
日常的に学校全体で ICTを活用した授業を行っている学校

の割合（全国学力・学習状況調査（学校質問紙）） 

(小)  90％ 

(中) 100％ 

(小）100％ 

(中）100％ 

(小）100％ 

(中）100％ 

（小）90％ 

（中）75％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

36 就学援助支援事業の実施 実施 実施 実施 実施 実施 

37 特別教室の空調設置率 
(令和2年度) 

63.8％ 
67.0％ 78.0％ 100％ 100％ 

38 体育館・武道場の空調整備の進捗状況 －   
整備方針検討 

・策定 

実施設計・ 

整備 

39 長岡第四小学校再整備の進捗状況 
(令和2年度) 

基本設計 
実施設計 校舎工事 校舎工事 体育館等工事 

40 長岡第三小学校再整備の進捗状況 
(令和2年度) 

配置検討 
配置検討 

埋文調査(試掘) 

耐力度調査 
基本設計 

基本設計・ 

実施設計 

41 １ヶ月の時間外勤務が８０時間以上の教職員の割合 17.2％ 14.5％ 13.4％ 9.3％ 10.1％ 

⑺ 

よ
り
よ
い
学
校
づ
く
り
の
推
進 

42 研修の受講者評価（満足と回答した比率） 86.7％ 95.7％ 97.2％ 97.3％ 95.9％ 

43 地域関係者を評議員に入れている学校の割合 
（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 
   

44 学校運営協議会を設置している学校の割合 

(令和4年度) 

(小) 100％ 

(中) 100％ 

 
（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

45 
教育活動に必要な地域などの資源を活用している学校の割

合（全国学力・学習状況調査（学校質問紙）） 

(小) 100％ 

(中) 100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）80.0％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）90.0％ 

（中）75.0％ 

 

１ 

子
ど
も
た
ち
の
「
生
き
る
力
」
の
育
成 

⑸ 

変
化
の
激
し
い
時
代
を
生
き
抜
く
力
を
育
む
教
育
の
推
進 

30 
将来就きたい仕事や夢について考えさせる指導を行った学

校の割合（全国学力・学習状況調査（学校質問紙）） 

(小) 60％ 

(中) 75％ 

(小） 70％ 

(中）100％ 

(小） 80％ 

(中）100％ 

(小） 90％ 

(中）100％ 
※質問項目無し 

31 
職場見学や職業体験を行った学校の割合（全国学力・学習

状況調査（学校質問紙）） 

(小) 100％ 

(中) 100％ 

(小） 60％ 

(中）100％ 

(小）100％ 

(中）100％ 

(小）100％ 

(中）100％ 

(小） 90％ 

(中）100％ 

再掲 英語技能検定３級レベル相当以上の割合 43.5％ 55.3％ 51.9％ 44.9％ 61.9％ 

再掲 
京都府学力診断テスト質問紙調査における、「外国語(英語)

の勉強は好きだった」の回答率 
74.0％ 66.8％ ※質問項目無し 54.5％ 56.1％ 

再掲 

外国の人と友達になったり、外国のことについてもっと知った

りしてみたいと考えている児童生徒の割合（全国学力・学習

状況調査（児童生徒質問紙）） 

(小6) 64.6％ 

(中3) 61.6％ 
※質問項目無し ※質問項目無し 

(小6)69.1％ 

(中1)64.7％ 
※質問項目無し 

32 
授業でもっとコンピュータなどのＩＣＴを活用したいと思う児

童生徒の割合 
85.2％ ※質問項目無し ※質問項目無し   

33 
ICT 機器の活用により学習課題の解決に向けて考えを深め

られたと思う児童生徒の割合 

(令和3年度) 

(小) 88.1％ 

(中) 88.3％ 

  
(小)90.3％ 

(中）92.5％ 

(小）91.4％ 

(中)94.3％ 

34 
情報モラルの指導を実施している学校の割合(教育課程実

施状況調査） 

(小) 100％ 

(中) 100％ 

(小）100％ 

(中）100％ 

(小）100％ 

(中）100％ 

(小）100％ 

(中）100％ 

(小）100％ 

(中）100％ 
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基本 

目標 

基本 

施策 
指 標 

計画策定時 

R元 
R３ R４ R５ R６ 

３ 

生
涯
を
通
じ
た
、多
様
な
学
び
に
よ
る
豊
か
な
人
づ
く
り
、地
域
づ
く
り 

⑻ 

生
涯
を
通
じ
た
多
様
な
学
び
の
充
実
と
人
権
教
育
の
推
進 

46 公民館主催講座の参加者数（児童室一般開放を除く） 6,013人 3,877人 5,099人 5,119人 4,956人 

47 中央生涯学習センター貸室利用率 48.7％ 30.1％ 40.9％ 43.6％ 46.2％ 

48 社会教育活動支援団体数（補助金交付団体数） 13団体 12団体 11団体 11団体 11団体 

49 公民館（社会教育ホール）登録団体件数 

※令和2年 

8月末現在 

166団体 

182団体 190団体 155団体 168団体 

50 
公民館（社会教育ホール）登録団体による利用件数【児童

室・焼成炉室除く】 
2,869件 1,921件 2,678件 2,802件 2,672件 

51 １冊あたりの年間稼働率(回転数) 1.58回 1.72回 1.70回 1.70回 1.69回 

再掲 児童生徒一人あたりの図書室図書の読書冊数 
（小）34.2冊 

（中）5.8冊 

(小)38.8冊 

(中)6.6冊 

(小)37.3冊 

(中)6.5冊 

(小)38.8冊 

(中)5.5冊 

(小)37.2冊 

(中)5.7冊 

52 人権啓発事業への参加者数 6,152人 4,916人 5,496人 5,427人 5,654人 

再掲 
人権教育全体計画を作成し、これに基づき人権学習を実施し

ている学校の割合 

(小) 100％ 

(中) 100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

（小）100％ 

（中）100％ 

⑼ 

文
化
・ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
と
文
化
財
の
保
存
用 

53 長岡京芸術劇場の事業数 21事業 12事業 18事業 22事業 22事業 

54 
文化活動団体事業における参加者数（出品者、出演者、鑑賞

者） 
7,092人 3,876人 7,854人 8,058人 7,193人 

55 総合型地域スポーツクラブの設立数 8小学校区 8小学校区 8小学校区 8小学校区 8小学校区 

56 学校開放・夜間照明利用件数 9,212件 5,038件 9,563件 10,099件 9,721件 

57 
体育館等施設利用者数（西山公園体育館・スポーツセンタ

ー） 
268,232人 153,657人 196,762人 206,842人 250,350人 

再掲 
体力・運動能力の総合評価 D、Ｅ層の児童・生徒の割合（全

国体力・運動能力、運動習慣等調査） 

（小5） 

男子26.3％ 

女子25.9％ 

（中2） 

男子30.2％ 

女子 7.2％ 

（小5） 

男子45.7％ 

女子51.5％ 

（中2） 

男子30.8％ 

女子14.1％ 

（小5） 

男子38.6％ 

女子31.1％ 

（中2） 

男子26.2％ 

女子14.5％ 

（小5） 

男子42.2％ 

女子39.5％ 

（中2） 

男子26.0％ 

女子15.2％ 

（小5） 

男子41.2％ 

女子36.8％ 

（中2） 

男子35.5％ 

女子12.9％ 

58 
文化財保存活用地域計画の策定、新庁舎での歴史資料の展

示公開 
－ 

長岡京市文化

財保存活用地

域計画の素案

作成 

長岡京市文化

財保存活用地

域計画の作成 

新庁舎歴史資

料展示室基本

計画（案）の作

成 

新庁舎歴史資

料展示室の設

計業務 

 

基本 

目標 

基本 

施策 
指 標 

計画策定時 

R元 
R３ R４ R５ R６ 

４ 

子
ど
も
を
中
心
に
つ
な
が
る
地
域
の
学
び
の
場
の
推
進 

⑽ 

家
庭
・地
域
・学
校
の
連
携
・協
働
に
よ
る

教
育
の
充
実 

59 地域の育成組織の事業における来場者・参加者数 1,986人 356人 1,933人 1,905人 1,461人 

60 すくすく教室における１教室当たりの参加児童数 21人 26人 16人 16人 17人 

61 家庭教育に関する講座等の情報提供 情報提供の実施 情報提供の実施 情報提供の実施 情報提供の実施 情報提供の実施 

62 教育相談の実施 教育相談の実施 教育相談の実施 教育相談の実施 教育相談の実施 教育相談の実施 

63 児童館利用者の満足度(乳幼児親子） 78.0％ 92.0％ 88.0％ 97.0％ 96.0％ 

64 総来館者数(乳幼児親子） 4,744人 485人 1,360人 2,400人 2,563人 

再掲 
学校の授業時間以外の勉強時間が平日１日当たり 30 分に

満たない子どもの割合（全国学力・学習状況調査） 

(小6)  7.4％ 

(中3) 19.7％ 

(小6) 9.2％ 

(中3)10.5％ 

(小6)18.0％ 

(中3)15.6％ 

(小6)13.0％ 

(中3)20.0％ 

(小6)17.6％ 

(中3)16.9％ 

⑾ 

子
ど
も
を
健
全
に

育
む
場
の
充
実 

65 狭隘化・老朽化した施設の整備 － - 九小整備完了 四小整備完了 - 

66 児童館利用者の満足度（乳幼児親子以外） 78.0％ 74.0％(注) 90.0％ 87.0％ 94.0％ 

67 総来館者数（乳幼児親子以外） 10,111人 1,650人 3,476人 6,444人 11,401人 
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進捗状況・成果と課題 

基本施策(１) 学力の充実・向上 

①  主体的に学ぶ子どもの育成 

・主体的・対話的で深い学びを目指す授業づくり 

課題解決に向けて子どもたち同士が話し合う活動や教科等横断的な学習、体験的な活動を行う

ことにより、主体的に思考・表現する学びを進めてきました。今後も「主体的に思考・表現する

学習」や「子ども同士が協働し、学び合う活動」を進めていく必要があります。 

 

・教科学習の充実と指導方法の調査研究 

研究指定校による公開授業や研究発表会を行い、教職員の指導力向上を図りました。基礎基本

の学力が定着していない児童生徒や、特別な支援・配慮が必要な児童生徒に対し、今後も個別の

指導・支援を充実させるための手立ての検討に努めます。 

 

・英語(外国語活動・外国語)と国際理解教育の推進 

英語専科教員や AET※と連携して指導することで、よりきめ細やかで充実した外国語教育を実施

できました。米国短期交換留学事業や、英語技能検定の受検料助成制度等、授業以外の事業を積

極的に推進していく必要があります。 

 

・読書活動の充実(小・中学校) 

学校図書館司書※の配置により、日々の読み聞かせや図書館環境の整備等の取組を通して、児

童生徒の読書活動の充実が図られました。年齢が上がるほど読書冊数が減少する傾向や、読書す

る・しないの二極化が進んでいくことに対し、引き続き図書館環境整備や読書に関する啓発活動

に努める必要があります。 

 

・家庭における学習習慣の確立(小・中学校) 

家庭学習の大切さや意義を伝え、宿題や課題を通して学習内容の定着を図りました。生活習慣

や学習習慣の改善について、家庭への理解啓発を図るとともに、学力低位層の児童生徒の個々の

状況の把握と対応が必要です。 

 

② 育ちと学びをつなぐ教育の推進 

・就学前・小学校・中学校の連携推進 

保幼小間の交流や体験をより充実させ、接続期の取組を進めています。"体験"にとどまらず、

保育・教育内容がより一貫したつながりを持つよう、接続期のカリキュラムを充実させることが

必要です。また、学校選択制や小中連携の取組をより充実させ、小学校から中学校へのスムーズ

な接続を行う必要があります。 

  

基本目標１ 子どもたちの「生きる力」の育成 施策(１)～(５) 
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基本施策(２) 心の教育の推進 

① 道徳性を育む教育の推進 

・道徳教育の充実 

子どもの道徳性を育むため、道徳の学習だけでなく、教育活動全体での実践的な取組を推進す

るとともに、参観日の授業公開や学校だよりでの情報発信を通して、地域社会や家庭との連携に

よる道徳的実践力の育成も重要です。 

 

・実態に即した生徒指導(学級経営等) 

教科の学習や学級活動、学校行事等での取組を通して、児童生徒の関係づくりの育成を図って

います。引き続き複雑化・多様化する課題に対して、各校での実態把握と適切な指導、関係機関

との連携が必要です。 

 

・人権教育の充実(小・中学校) 

全小中学校で人権教育全体計画を作成し、各学年の実態に合わせた取組内容を実施することが

できました。様々な学校行事や教育活動を通して、人の気持ちを分かることや信頼関係づくりの

大切さを実感する機会の充実が求められます。 

 

② 豊かな人間性を育む体験活動の推進 

・体験活動の充実 

小中学校美術展や中学校吹奏楽部の定期演奏会を開催しました。各校で地域の自然や歴史、特

産物に触れる取組を実施しました。児童生徒が地域の自然や歴史等により関心を持てるよう、実

地での見学や体験活動等、芸術や自然・歴史に直接触れる機会の確保が必要です。 

 

基本施策(３) 健康・安全教育の推進 

① 健康教育・安全教育・食育※の推進 

・健康教育の推進 

警察による薬物乱用防止教室等を活用し、発達段階に応じた指導を行っています。また、生活

習慣の定着に向け、朝食を食べることの大切さについて引き続き家庭と連携して啓発する必要が

あります。 

 

・安全教育(防犯・交通安全)及び防災教育の推進 

学校及び、関係機関による通学指導を定期的に実施しました。また、避難訓練についても計画

的に実施することができており、児童生徒の危機回避能力の向上に繋がっています。外部講師等

も活用しながら、防犯・交通安全・防災に関する意識づけをより一層図る必要があります。 

 

・安全管理の充実 

学校における保健管理や、定期的な施設・設備の安全点検等を確実に実施することができまし

た。また、危機管理マニュアルの作成や学校安全計画についても、学校への呼びかけにより推進
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することができました。通学路の安全対策については、毎年、学校や関係機関との連携のもと、

きめ細かに安全対策調査を実施のうえ、対策を講じることができました。また、対策が困難な箇

所についても、長期的な視点で、改善に向けて関係機関と協議を重ねることができています。 

 

・食育の推進と安全安心な給食の提供 

学校給食を生きた食材として、食育に取り組みました。また、栄養教諭が教職員や調理委託業

者と連携することで、食物アレルギー対応や事故防止に取り組み、安全で安心かつ栄養バランス

のよい給食を提供することができました。 

 

② 体力向上の取組の推進 

・学校体育・スポーツ活動の推進(小・中学校) 

外部講師を招聘した部活動の実施や各種補助金の交付等を行い、部活動の充実に取り組んでい

ます。また、児童生徒の運動習慣や体力向上につながるよう、体育の授業内容の充実が求められ

ます。 

 

基本施策(４) きめ細かな支援の充実 

① 特別支援教育※の推進 

・特別支援教育の充実 

各校に特別支援教育支援員、学力向上サポーター※等を配置し、児童生徒それぞれの教育ニー

ズに合ったきめ細かな支援を行っています。引き続き、個別の教育支援計画※の充実を図り、保護

者と連携した支援が必要です。 

 

・関係機関との連携による発達障がいなどの早期支援 

巡回相談を通して専門的な指導助言を受けるほか、就学相談※では発達検査を適宜実施するな

どし、児童生徒への適切な支援につなげています。引き続き、関係機関と連携・情報共有を図り、

必要な支援を早期かつ適切に行うことが必要です。 

 

・学校における指導体制及び学習環境の充実 

特別支援学級担任会や通級指導者担当者会議を定期的に実施し、専門性の高い人材育成と指導

力向上に取り組んでいます。引き続き、特別支援コーディネーター※を中心とした研修の実施や

特別支援教育に対する教職員全体の理解と指導力の向上が求められます。 

 

② 教育的支援が必要な子どもへの相談・支援体制の充実 

・いじめの問題等への対策 

各校ではいじめ事象に対し「いじめ防止対策推進委員会」を中心に組織的に取り組んでいます。

引き続き、いじめ等対策指導員※やスクールカウンセラー※等との連携、校内研修の実施、関係機

関との情報共有・連携を通して、いじめの未然防止と早期発見・早期対応が必要です 
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・教育的支援が必要な子どもへの支援体制整備 

教育相談※件数及び『アゼリアひろば※』の入級児童生徒数が増加傾向であり、ここ数年、支援

体制の強化を図っています。令和５年度より、不登校研究部門の設置、校内教育支援センターの

整備、心と体の健康観察アプリの試行導入などを行い、主に不登校対策を強化してきました。今

後は、心と体の健康観察アプリの本格導入や不登校研究部門での取り組みを通して、不登校の未

然防止の取組の充実を図る必要があります。 

 

基本施策(５) 変化の激しい時代を生き抜く力を育む教育の推進 

① キャリア教育※の推進 

・キャリア教育の推進 

すべての小中学校において、体験活動や出前授業等を実施し、地域や社会で活躍している方々

から直接学ぶ機会をつくりました。児童生徒が学びに向かう力を高め、自ら進路を切り拓くため

に必要な実践力を身に付けられるよう、教科等の学習や体験的な活動等をさらに充実させる必要

があります。 

 

② グローバル化など社会の変化に対応した教育の推進 

・【再掲】英語(外国語活動・外国語)と国際理解教育の推進 

英語専科教員や AET と連携して指導することで、よりきめ細やかで充実した外国語教育を実施

できました。米国短期交換留学事業や、英語技能検定の受検料助成制度等、授業以外の事業につ

いてもより一層推進していく必要があります。 

 

・プログラミング教育※・ICTを活用した教育の推進及び情報活用能力の育成 

1 人 1 台タブレット端末の導入から４年が経過し、各校では ICT を活用した授業が定着してき

ています。また、各校では発達段階に応じた情報モラル教育を実施しており、引き続き、児童生

徒が個々の学びを深められるよう質の高い授業づくりが求められています。 

 

 

進捗状況・成果と課題 

基本施策(６) 学びを支える環境の整備 

① 学習環境等の整備・充実 

・指導内容に対応した教材、備品の配備 

授業支援ソフトやデジタル教科書等の各種教材、大型モニターなどの教育用備品等を配備して

います。各機器の老朽化への継続的な対応が必要です。 

  

基本目標２ 持続可能な教育施策推進のための環境整備施策(６)～(７) 
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・就学や進学に対する支援体制の充実 

経済的な理由により就学困難な子どもの保護者に対し、就学援助制度の周知や、高等学校等へ

の進学が困難な家庭に対する奨学金に関する情報提供を、継続的に行うことができました。特に、

就学援助制度では、申請方法や周知方法の改善・拡充に取り組んでいます(オンライン申請・新規

案内チラシの作成）。 

 

② 学校施設等の整備・充実 

・学校施設安全快適整備 

令和３年度に特別教室１１校４４教室において空調工事が完了し、令和５年度からは、体育館・

武道場の空調整備を計画的に進めています。また、体育館・武道場照明の LED化工事に取り組み、

環境負荷を低減することができました。今後は、校舎等の照明 LED化等を進めることで、学校施

設の省エネ化・高効率化を図る必要があります。 

 

・学校施設再整備事業 

長岡第四小学校再整備は、令和８年３月の工事完了へ向けて、学校と連携しながら再整備を実

施しています。長岡第三小学校再整備は、令和７年度の工事着工へ向け、学校や地域の要望を踏

まえながら、基本設計及び実施設計に取り組んでいます。 

 

③ 教職員にとって働きがいのある環境づくり 

・持続可能な学校指導体制の環境整備 

学校教育支援員の配置や ICT活用による効率化、保護者連絡システムの導入等により教職員の

長時間労働の改善に取り組んでいます。保護者対応などの課題に対して一人で抱え込むことなく

組織的に対応できる学校体制が求められています。 

 

基本施策(７) よりよい学校づくりの推進 

① 教職員の資質能力の向上 

・教職員研修事業 

今日的な課題や長岡京市の課題に則した研修テーマの設定を行いました。また、オンラインで

の研修や OJTによる研修など、多様な研修機会の充実を行いました。今後は、教員一人一人の研

修意識を高めることが必要です。 

 

② 開かれた学校づくり 

・地域とともにある学校づくり 

令和４年度より設置を開始した学校運営協議会を継続的に設置し、学校と地域が協働すること

により、学校運営をより円滑に行うことができています。また、学校だよりやホームページに学

校での活動を掲載することにより、地域に開かれた学校づくりを行うことができています。 
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・外部人材の活用 

外部講師や地域の方々による出前授業やボランティア支援、校内研修等を実施し、教職員の専

門性を高めるとともに、地域に開かれた学校づくりにつながっています。引き続き、より多くの

方に協力いただけるよう地域との連携と周知・啓発が必要です。 

 

 

進捗状況・成果と課題 

基本施策(８) 生涯を通じた多様な学びの充実と人権教育の推進 

① 生涯を通じた学びの機会の充実 

・公民館市民講座開設事業 

市民企画講座が市民に認知され、応募企画数の増加とともに、分野も多岐にわたるものとなり

ました。一方でサークル活動に貸し出す枠が少なくなる恐れがあるため、応募企画の審査など、

市民企画講座とサークル活動がうまく共存できる手法を検討します。 

 

・中央生涯学習センター事業 

指定管理者の自主事業として講座やイベントを積極的に行い、コロナ禍で低下した貸室利用率

は回復傾向にありますが、コロナ前には戻っていません。引き続き、市民の学びのきっかけづく

りとなる事業を展開する必要があります。また、施設や備品の老朽化に伴い、空調や備品の更新、

照明の LED化を実施しましたが、開館から２０年が経ち、今後も必要な修繕や更新を行う必要が

あります。 

 

② 地域に広がる学びへの支援 

・社会教育推進事業 

社会教育関係団体に補助金を交付し、活動費を支援した他、会議や研修において、校区どうし

の情報共有、意見交換の機会を設けるなどの支援も行いました。今後も、社会教育団体への支援

を通じ、地域活動全体を支援していく必要があります。 

 

・【再掲】公民館市民講座開設事業 

市民企画講座が市民に認知され、応募企画数の増加とともに、分野も多岐にわたるものとなり

ました。一方でサークル活動に貸し出す枠が少なくなる恐れがあるため、応募企画の審査など、

市民企画講座とサークル活動がうまく共存できる手法を検討します。 

 

・各種団体サークル等活動支援事業 

３年毎の団体登録更新時期があり、コロナ禍で活動を休止したり、会員の高齢化に伴い多数の

団体が退会したため、登録件数は減少しました。公民館を認知してもらえるよう各種講座等を実

施するとともに、来館時にサークル活動の見学が気軽できるよう「見学歓迎」等の掲示を行い、

会員確保につなげていきます。その他、公民館を会場とした行政イベント等の機会を活用し、サ

ークルの紹介を行っていきます。 

基本目標３ 生涯を通じた、多様な学びによる豊かな人づくり、地域づくり施策(８)～(９) 
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③ 人を育む読書活動の推進 

・図書館サービスの推進・充実 

図書館では、蔵書の充実を図るとともに、様々な年代に応じた読書推進イベントを定期的に開

催するなど、本に触れる機会、読書に親しむ機会の提供を積極的に行い、乳幼児から高齢者まで、

幅広い世代に図書館を利用していただいています。しかしながら、施設の老朽化に加え、変化す

る市民ニーズに対応した図書館環境の整備が重要な課題です。 

 

・【再掲】読書活動の充実(小・中学校) 

学校図書館司書の配置により、日々の読み聞かせや図書館環境の整備等の取組を通して、児童

生徒の読書活動の充実が図られました。年齢が上がるほど読書冊数が減少する傾向や、読書する・

しないの二極化が進んでいくことに対し、引き続き図書館環境整備や読書に関する啓発活動に努

める必要があります。 

 

④ 人権教育・多様性への理解の推進 

・人権教育・啓発推進事業 

人権問題研究市民集会の開催形式を、表彰式や講演からワークショップ形式へ変更しました。

人権について学びながら、障がい者スポーツや、ものづくりを体験することのできる参加型の企

画を取り入れたことで、より多くの方に参加いただくことができました。引き続き、多くの方に

人権について考えていただくことができる機会を設け、事業への参加者を増やすことが課題です。 

 

・【再掲】人権教育の充実(小・中学校) 

全小中学校で人権教育全体計画を作成し、各学年の実態に合わせた取組内容を実施することが

できました。様々な学校行事や教育活動を通して、人の気持ちを分かることや信頼関係づくりの

大切さを実感する機会の充実が求められます。 

 

基本施策(９) 文化・スポーツの振興と文化財の保存活用 

① 文化・芸術の振興 

・長岡京芸術劇場推進事業 

コロナ禍で事業の中止や入場制限を余儀なくされる時期もありましたが、長岡京芸術劇場事業

では、「長岡京駅前広場コンサート」、「長岡京芸術劇場実行委員会主催事業」などの多彩な事業を

実施し、質の高い文化芸術に触れる機会の創出、地域における文化芸術活動の活性化を促進する

ことができました。長岡京芸術劇場実行委員会主催事業の出演団体による市内小中学校へのアウ

トリーチ活動(出張演奏会やブラスクリニック等)を実施し、子どもたちがプロの演奏を間近で聴

いたり、楽器に触れたり、指導を受けたりするなど貴重な交流の機会を提供できました。また、

京都府長岡京記念文化事業団に対し支援を行い、京都府長岡京記念文化会館で音楽、映画、演劇、

人形劇等の事業を実施いたしました。なお、課題として、京都府長岡京記念文化会館の老朽化が

深刻化していますが、京都府(施設設置者)に施設設備の維持・改修を求め、計画的に改修をいた

だいています。 
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・文化活動推進・支援事業 

コロナ禍の時期は事業の中止や入場制限を余儀なくされる時期もありましたが、長岡京市文化

協会事業として、市民の文化芸術の発表・鑑賞の場である「名月の宴」「市民文化まつり」「長岡

京展」の実施の支援を行い、多くの市民が文化芸術に触れる機会を提供できました。また、文化

芸術活動へのきっかけづくりとして多様なジャンルの「文化講座」や「各種市民文化教室」の開

催を支援し、市民の文化芸術への関心を高めることができました。ただ、参加者の継続的な活動

への支援、講座内容の充実などが課題であります。また、以前より顕在化していた会員数の減や

高齢化、担い手不足などが、コロナ禍でさらに深刻化しています。 

 

② スポーツの振興 

・総合型地域スポーツクラブ※推進事業 

総合型地域スポーツクラブは、８小学校区で設立済み、２小学校区で未設立です。未設立の２

小学校区については、設立に向け関係者と協議を進めています。いずれの小学校区についても、

担い手不足と高齢化が課題です。 

 

・スポーツ交流推進事業 

コロナ禍の時期は事業の中止や入場制限を余儀なくされる時期もありましたが、いずれの事業

も再開することができました。事業の規模や内容は、コロナ禍前とあまり変わりなく実施できて

いますが、担い手不足と高齢化が課題であり、継続的に実施していくためには、工夫や見直しを

行う必要があります。 

 

・スポーツ施設環境の整備 

西山公園体育館の照明 LED化やスポーツセンター体育館の耐震化、屋根防水、トイレ改修など

を実施しました。施設の老朽化が見られるため、安全性を最優先に、計画的に設備の修繕や更新

を行う必要があります。利用者数は、コロナ禍により休止期間もあり、減少傾向の時期もありま

したが、徐々にコロナ禍前に戻りつつあります。 

 

・【再掲】学校体育・スポーツ活動の推進(小・中学校) 

外部講師を招聘した部活動の実施や各種補助金の交付等を行い、部活動の充実に取り組んでい

ます。また、児童生徒の運動習慣や体力向上につながるよう、体育の授業内容の充実が求められ

ます。 

 

③ 文化財の保存と活用 

・総合的な文化財保存活用の推進 

令和４年１２月に作成し、文化庁長官から認定を受けた文化財保存活用地域計画に基づき、新

庁舎歴史資料展示室の整備と乙訓古墳群の公有化・整備を重点事業として進めています。継続し

た文化財の調査・研究と保存・活用を確実に推進するために、体制整備と財源確保が必要となり

ます。 
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進捗状況・成果と課題 

基本施策(１０) 生涯を通じた多様な学びの充実と人権教育の推進 

① 地域ぐるみでの育成活動の推進 

・地域見守り活動の推進 

地域の育成組織による夏休みや冬休みの夜間パトロールなどの見守り活動、中学生とトークな

どの交流活動、たそがれコンサートや絵画展といった子どもたちの活躍の場の提供の取り組みを

支援しました。活動の担い手不足が課題のため、活動の目的や内容の周知、担い手に対する研修

の充実のほか、社会情勢に合わせた取り組み内容の見直しも求められます。 

 

・地域学校協働推進事業 

全小中学校に地域コーディネーター※を配置し、小学校においては放課後子ども教室(すくすく

教室)を、中学校においては地域で支える中学校教育支援事業を行いました。コロナ禍で休止して

いたすくすく教室の参加児童数は回復傾向にありますが、コロナ前には戻っていません。活動の

回復には、更なるボランティアの確保が課題です。なお、令和６年４月より長岡京市地域学校協

働本部を設置し、すくすく教室と地域で支える中学校教育支援事業の体制を基盤として、地域全

体で子どもたちの成長を支えるための体制を整えました。 

 

② 家庭教育への支援の充実 

・家庭教育に関する学びの機会の充実 

主に PTA、学校に対し、京都府や乙訓教育局などが主体となって実施される家庭教育に関する

講座、催し(親学びフォーラム、京都府 PTA 指導者研修会など)などの案内、周知を行いました。

引き続き、市内の講座等の情報について、保護者を始めとした家庭教育の関係者に広く提供する

必要があります。 

 

・教育に関する保護者相談体制の充実 

教育相談件数は年々増加傾向であり、ここ数年、相談体制の強化を図ってきました。また、リ

ーフレットの配布や LINE による相談の受付により、相談窓口の周知を行いました。相談内容は、

複雑な問題が絡み合っているケースが増えているため、その後の経過観察やフォローアップの時

間を十分にとるなど、相談体制の充実を図る必要があります。 

 

・児童館子どもの居場所づくり事業(子育てサロン) 

コロナ禍では利用制限を設けていましたが、コロナ後は年々来館者数が増え、利用者の満足度

も高くなりました。今後も、乳幼児親子の交流の場として、児童館の認知を広げていく必要があ

ります。 

 

・【再掲】家庭における学習習慣の確立(小・中学校) 

家庭学習の大切さや意義を伝え、宿題や課題を通して学習内容の定着を図りました。生活習慣

や学習習慣の改善について、家庭への理解啓発を図るとともに、学力低位層の児童生徒の個々の

状況の把握と対応が必要です。 

基本目標４ 子どもを中心につながる地域の学びの場の推進施策(１０)～(１１) 
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基本施策(１１) 子どもを健全に育む場の充実 

① 放課後児童対策の充実 

・放課後児童クラブ育成事業 

長岡第九小学校放課後児童クラブは、令和５年１月に新施設へ移転し、保育環境を整えました。 

また長岡第四小学校放課後児童クラブは、令和５年４月から民間運営委託を開始するとともに、

令和６年１月に学校との一体化となる新施設へ移転し、保育環境を整えました。入会児童数の増

加に伴い、児童一人当たりの専用区画面積を確保するため、長岡第五小学校や長法寺小学校の学

校施設等を令和７年４月より新たに活用しました。老朽化や設備に課題を抱える長法寺小学校や

長岡第八小学校の放課後児童クラブは、早急に建替えを進める必要があります。 

 

② 体験・交流の場の充実 

・児童館子どもの居場所づくり事業(子どもの遊び場等) 

コロナ禍前に開催していた事業とコロナ禍で行った事業を織り交ぜて実施することで、総来館

者数が増え、利用者の満足度が高くなっています。利用者が来館しやすい環境づくりや事業を行

い、新規来館者を獲得する必要があります。 
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第３章 長岡京市の教育が目指す姿 
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１ 基本理念 

本市は、長岡京が所在したという稀有な歴史と、西山の緑・水、歴史・文化、良好なまち並みな

どの“うるおい資源”があり、人々のあたたかい心、多様な学びが私たちの生活に豊かさをもたら

しています。 

その恵まれた資源を有機的に関連付けることで、学校教育、社会教育という枠組みを超えて、学

校・家庭・地域の連携・協働による教育の充実・向上(循環)を目指します。 

そこで、本市の第２期教育振興基本計画においては、本市教育の基本理念を「心のふれあいを大

切に 生きる力をはぐくむ 明日の長岡京を創る しなやかな人づくり」と定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「心のふれあいを大切に」は、多様な人々と関わりながら、自分の長所に気付き、自己肯定感を

高めるとともに、互いの考え方を尊重し、共に学び合うことを示しています。 

「生きる力をはぐくむ」は、変化が激しく複雑で予測困難な時代に、一人一人が生涯を通して主

体的に学び、判断する力を身に付けるとともに、学んだことを生かして、自分の可能性を広げなが

ら成長していくことを示しています。 

本市では、これまでの地域の特性を生かした特色ある教育の姿勢を継承するとともに、子どもか

ら大人まで、様々な人々との交流を通じて、自分自身や自分の暮らす地域に誇りを持ち、他者と協

働・協力しながら明日の長岡京（新たな未来）を創ることができる、激動の時代を生き抜くしなや

かさ(※)を備えた「人」の育成を目指します。 

そして、その「しなやかな人」達が、自分の持つ強みを生かして、世界のあらゆる場で羽ばたき、

時代を切り拓いていくことを願っています。 

 

 

  

基本理念 

心のふれあいを大切に 生きる力をはぐくむ 

明日の長岡京を創る しなやかな人づくり 

※本計画における「しなやかさ」とは 

人に寄り添う協調性、折れない強さ、型にとらわれない柔軟性を含めた、しなやかに成長する

強さを示しています。 
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２ 目指す人間像 

基本理念で示した「明日の長岡京を創るしなやかな人」から導かれる、目指す人間像(本市の教育

が目指す市民の姿)として、次の３つの人間像を示します。 

これらの人間像は、国や府の教育振興基本計画の方向性と、アンケート調査で把握した、市民が

教育に求める想いを踏まえ、変化し続ける社会において、一人一人が幸せな人生を送るため、長岡

京市の教育が目指す市民の姿を明確にしたものです。 

 

思いやりがあり、互いの違いを認め合い助け合える人 

人々が社会の中で、共生しながら心豊かに暮らしていくためには、人には多様な個性があること

を理解し、互いを尊重する人間性を育むことが求められています。 

そのために、自分の命や人生を大切にし、社会の一員として他者の存在や個性を大切にする、思

いやりがあり、互いの違いを認め合い助け合える人の育成を目指します。 

 

何事にも前向きに挑戦して未来を拓く人 

予測が困難な時代において、未来を拓いていくためには、新たなことや困難なことに前向きに挑

戦するチャレンジ精神を育むことが必要です。 

そのために、自ら進んで、他の人々を巻き込み協力しながら、様々な問題に、何事にも前向きに

挑戦する、未来を拓く人の育成を目指します。 

 

幅広い視野と柔軟な思考力を持つ人 

変化の激しい時代においては、社会の変化に対応できる幅広い知識や柔軟な思考力が求められ

ます。 

そのために、基礎的な知識・技能に加え、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、

判断力、表現力など、幅広い視野と柔軟な思考力を持つ人の育成を目指します。 
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思いやりがあり、 

互いの違いを認め合い 

助け合える人 

何事にも前向きに 

挑戦して未来を拓く人 

幅広い視野と 

柔軟な思考力を持つ人 

[基本理念] 

心のふれあいを大切に 生きる力をはぐくむ 

明日の長岡京を創る しなやかな人づくり 
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３ 基本目標 

本市の教育の“基本理念”と“目指す人間像”の実現に向けて、４つの基本目標を定めます。 

 

 

「確かな学力※」「豊かな心」「健やかな体」をバランスよく育てるとともに、変化の激しい社会に

対応しながら自己を実現し、しなやかに生きていくため、自ら学び、自ら考え、主体的に判断、行

動し、問題を解決する資質や能力の育成等を推進します。 

また、他者への理解や思いやり、協調性、感情をコントロールできる自制心等の他者とともに生

きていく力を育成するとともに、他者との関わりの中で「自己肯定感」を高めていきます。そして、

グローバル化する社会の中で、自身や自身の文化に誇りを持ち、他の文化や他のルーツを持つ人々

と理解しながら、ともに新たな価値を創造し、明日を創る力を育成します。 

さらに、子どもたち一人一人の興味・関心等に応じて、学びを深められる機会の提供や、生活や

学びにわたる課題の早期発見等子どもたちの能力や可能性を最大限に伸ばし、児童生徒の個々の特

徴に応じた、切れ目ない指導・支援を行い、一人一人を大切にする教育を推進します。 

 

 

明日の長岡京を創る子どもたちが魅力ある空間で学び、安全・安心に生活できるよう、時代の変

化に対応できる長期的な視点を持った施設・設備等の計画的な整備を行います。 

また、優れた外部人材の積極的な活用を図り、開かれた学校づくりを進めるとともに、学校経営

改革として、学校における組織体制や教職員の働き方を見直し、教職員の資質や指導力の向上に努

め、教職員が子どもたち一人一人と向き合う時間を確保し、教育の質の向上につなげます。 

 

 

人生１００年時代の到来を踏まえ、生涯にわたって学び、豊かな人生を送るため、多様な学習機

会や文化・スポーツ活動等に参加する機会や環境の充実に取り組みます。 

また、学習機会の充実を図る中で、長岡京をはじめとする本市の貴重な文化財の保存と活用に努

めるとともに、人づくりの土台となる市民の郷土への誇りやふるさと意識の高揚につなげます。 

さらに、市民一人一人が多様性への理解を深め、学びの循環を通して市民同士がつながり、学習

の成果を地域に還元することで、豊かな地域づくりにつなげます。 

 

 

子どもが豊かな人間性を育み、自立した社会の一員へと成長するため、学校・家庭・地域の連携・

協働による教育の充実に向けた取り組みを行います。 

地域の人々の学校教育活動への協力や、児童生徒の地域活動への参加など、本市の豊かな学習資

源や地域人材を活用し、子ども中心に学校・家庭・地域の活動のつながりを深めることで、子ども

たちの学びや成長につなげるとともに、地域全体の活性化につなげます。 

  

基本目標１ 子どもたちの「生きる力」の育成 

基本目標２ 持続可能な教育施策推進のための環境整備 

基本目標３ 生涯を通じた、多様な学びによる豊かな人づくり、地域づくり 

基本目標４ 子どもを中心につながる地域の学びの場の推進 
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視点１ うるおい資源の活用 

長岡京市が有する、“うるおい”資源(西山の緑・水、歴史・文化など)に子どもや大人が触れるこ

とは、地域の魅力に気付くきっかけとなります。そして、地域について改めて考えることによって、

地域への愛着を感じるなどの地元愛の醸成につながります。その想いを行動に移すことで、人と人

とのつながりが生まれ、自身が地域に包み込まれているという安心感が、人生における心の豊かさ

をもたらします。 

このような「“うるおい”資源の活用」により、長岡京らしい教育を効果的に展開する中で、地域

を愛する人達、そして、新たなまちの活力を創り出す人材を育むとともに、まちを巣立った後もそ

の力をまちに還元することができる仕組みづくりを進めていきます。 

 

 

視点２ ICT を活用した新たな展開 

「超スマート社会(Society5.0）」の到来が予測されるなか、さまざまな分野で ICTの活用が始ま

っています。ICT の活用は、学校や社会教育施設の利便性の向上や、ライフステージやライフスタ

イルに応じて多様化する学習ニーズに応じた学びにつながります。 

このように、新しい時代の学びにおいて重要な基盤となる ICT環境の整備や ICTを活用した学習

活動をさらに推進することで、時代に応じた多様な学びにつなげます。 

 

 

視点３ SDGsとの関わり 

平成２７年(２０１５年)９月の国連サミットでは、２０３０年を期限とする持続可能な開発目標

(SDGs)が採択されており、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、社会のあらゆる主体が目標

に向けて、積極的な役割を果たすことが期待されています。 

本市においては、第４次長岡京市総合計画で SDGs に掲げる持続可能なまちづくりを進めていま

す。本計画では、SDGs の１７のゴール(目標)のうち、主に「４.質の高い教育をみんなに」の達成

に貢献することを目指します。また、多面的に関連する複数の目標も意識しながら、すべての人に

包摂的かつ公平な質の高い教育を提供するとともに、生涯学習の機会を促進していきます。 
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５ 新たな教育の循環 

本市では、今後１０年間、目指すべき方向として定めた“基本理念”、“目指す人間像”の実現に

向けて取り組んでいきます。 

具体的には、４つの“基本目標”達成に向けて、“施策の基礎となる視点”を踏まえてつくられた

各種教育施策を実行することにより、本市における教育の質の向上と充実を計画的に進めていきま

す。 

 

そして、その教育施策群のより効果的かつ円滑な推進を図る中で、本市にとって「教育の循環」

は欠かすことのできないものです。 

本市は、これまで大切にしてきた「教育の循環」とともに、さらに、まちが人をはぐくみ、人が

まちをつくる循環とすることを目指すため、循環する学び(ふれあい、互いに影響し合う学び)の提

供、まち全体に広がる学びを生み出す、学びが広がる(活動とまちがつながる)仕組みづくり、学校、

家庭、地域の連携・協働のさらなる推進に取り組みます。 

 

  

新たな教育の循環～まちが人をはぐくみ、人がまちをつくる循環～ 

大人も子どもも、人や社会とのかかわりの中で、学び、成長していきます。 

大人から大人へ、子どもから子どもへ、大人から子どもへ、子どもから大人へと、ふれあいや

学び合いを通じた様々な学びが生まれ、学校、家庭、地域の結び付きにより、それぞれの場所で

の学びが相互に関係し、循環していくことで、学びがより深いものへとなっていきます。 

そして、学びの成果がまち全体へと広がっていくことは、まちの活力をつくりだし、学びの環

境づくりの充実へとつながるとともに、その学びが学校・家庭・地域に還元されることで、人が

育まれていきます。 

「新たな教育の循環」は、施策を推進するための方策であり、同時に本市における学びの充実

と向上のために目指すべきものとして、その確立を進めていきます。 
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～まちが人をはぐくみ、人がまちをつくる環境～ 

  

学校 

家庭 地域 

連携・協働 

まち全体に広がる学び 

循環する学び 
  

子どもから大人へ 

子どもたちとともに大人

も成長し、ふれあいによ

り、豊かな心を培う 

  

  

大人から子どもへ 

子どもたちの成長を見守

るとともに、地域への誇り

や愛着を育む 

大人から大人へ 

学び続ける中で、人とつな

がり、学んだ知識を自分の

ため地域のために生かす 

  

子どもから子どもへ 

思いやりの心を育み、一生

の財産となる友人とのつ

ながりをつくる 

・学校、家庭、地域のコーディネートにより連携・協働推進 
・学びの成果を生かしたまちづくり 

教育委員会 
(行政) 
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第４章 今後５年間における施策の展開 
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１

⑴ 学力の充実・向上

① 主体的に学ぶ子どもの育成

② 育ちと学びをつなぐ教育の推進

⑵ 心の教育の推進

① 道徳性を育む教育の推進

② 豊かな人間性を育む体験活動の推進

⑶ 健康・安全教育の推進

① 健康教育・安全教育・食育の推進

② 体力向上の取組の推進

⑷ きめ細かな支援の充実

① 特別支援教育の推進

② 教育的支援が必要な子どもへの相談・支援体制の充実

⑸ 変化の激しい時代を

生き抜く力を育む教育の推進

① キャリア教育の推進

② グローバル化など社会の変化に対応した教育の推進

２

⑹ 学びを支える環境の整備

① 学習環境等の整備・充実

② 学校施設等の整備・充実

③ 教職員にとって働きがいのある環境づくり

⑺ よりよい学校づくりの推進

① 教職員の資質能力の向上

② 開かれた学校づくり

心のふれあいを大切に 生きる力をはぐくむ 

明日の長岡京を創るしなやかな人づくり 

・思いやりがあり、互いの違いを、認め合い助け合える人 
・何事にも前向きに挑戦して未来を拓く人 
・幅広い視野と柔軟な思考力を持つ人 

[ 施策の方向性 ] [ 基本施策 ] [ 基本目標 ] 

基本理念 

目指す人間像 

１ 

子
ど
も
た
ち
の
「
生
き
る
力
」
の
育
成 

２ 

持
続
可
能
な
教
育
施
策
推
進
の
た
め
の 

環
境
整
備 
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3

⑻ 生涯を通じた多様な学びの

充実と人権教育の推進

① 生涯を通じた学びの機会の充実

② 地域に広がる学びへの支援

③ 人権教育・多様性への理解の推進

⑼ 読書環境の充実と子どもの

読書活動の推進

※「長岡京市子どもの読書活動推進計

画」の統合に伴い、施策⑼を読書活動

推進計画に位置付ける

① 読書環境の充実・整備

② 子どもの読書活動推進

⑽ 文化芸術の発展・推進

※「長岡京市文化芸術推進ビジョン」

の統合に伴い、施策⑽をビジョンに位

置付ける

① 文化・芸術の振興

⑾ スポーツの振興 ① スポーツの振興

⑿ 文化財の保存・活用 ① 文化財の保存と活用

4

⒀ 家庭・地域・学校の連携・

協働による教育の充実

① 地域ぐるみでの育成活動の推進

② 家庭教育への支援の充実

⒁ 子どもを健全に育む場の充実

① 放課後児童対策の充実

② 体験・交流の場の充実

基 本 理 念 … 今後 10年間に目指すべき長岡京市の教育の在り方 

目指す人間像 … 長岡京市の教育が目指す市民の姿 

基 本 目 標 … 長岡京市の教育の目指す姿(基本理念、目指す人間像)を実現するための

基本的な目標 

基 本 施 策 … 基本目標を達成するための基本的な施策 

施策の方向性 … 基本施策を推進するための具体的な施策の方向性 

３ 

生
涯
を
通
じ
た
、
多
様
な
学
び
に
よ
る
豊
か
な
人
づ
く
り
、
地
域
づ
く
り 

４ 

子
ど
も
を
中
心
に
つ
な
が
る 

地
域
の
学
び
の
場
の
推
進 

[ 施策の方向性 ] [ 基本施策 ] [ 基本目標 ] 
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１ 基本目標１ 子どもたちの「生きる力」の育成 

基本施策(１) 学力の充実・向上 

 

【実現したい学びの姿】 

学習指導要領実施を踏まえ、「主体的・対話的で深い学び」の視点による授業改善を推進し、主

体的に学ぶ子どもを育んでいます。また、保育所(園)・こども園・幼稚園・小学校が連携し、

育ちと学びをつなぐ教育の円滑な接続が図られています。 

 

 

 

●これからの社会を力強く生きていくために、「確かな学力」を育成していくことは大きな柱の一つ

となっています。文部科学省が示す学習指導要領では、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現

力等」「学びに向かう力、人間性等」という３つの柱で教育内容が整理され、子どもたちに身に付

けさせたい力を明確にし、指導方法を工夫・改善していくことが求められています。 

 

●本計画策定時にとったアンケート調査(児童生徒)では、「教科や活動が好きかどうか」と「授業の

理解度」との間に相関関係がみられます。また、授業以外の学習時間と授業の理解度の相関もみ

られ、家庭と連携した自主学習力(学習習慣)の確立が必要とされています。また、アンケート調

査(保護者)では、学校教育に関する取組の中で、もっと充実してほしいものでは、「学力の充実と

向上(学習指導）」の割合が高くなっています。 

 

●全国学力学習状況調査※において、本市の子どもたちの学力の平均値としては、国や京都府を上

回っています。しかし、引き続き学力に課題を有する子ども達への手立ては必要です。今後も、

全国・京都府・本市の学力・学習状況調査を様々な視点から分析し、全体や個人の課題の要因を

探り、児童生徒一人一人の確かな学力を着実に伸ばすことが必要となります。 

 

●学習指導要領においては、保幼小、小中の円滑な接続に一層配慮することが示されており、「幼児

期の終わりまでに育ってほしい姿」を手掛かりに、幼児期から一貫して、子どもたちへの教育を

すすめていくことが必要となっています。また、小学校及び中学校においても、義務教育９年間

を見通した教育課程編成とともに、交流・連携を一層充実させ、一体的に教育を行うことが必要

です。 

  

現状と課題 
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子どもたちが、新しい時代に求められる資質・能力(言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能

力等の学習の基盤となる資質・能力)を身に付け、より主体的・実践的に社会参画できる力を育むた

めに、「主体的・対話的で深い学び」の視点から授業改善を進めます。 

また、学習内容を確実に身に付けることができるよう、教職員への研修等による授業内容や指導

方法の工夫、カリキュラム・マネジメントの確立等に取り組むとともに、授業の支援体制を強化す

ることで個々のつまずきを丁寧に把握し、誰一人取り残さない授業づくりを目指します。 

外国語指導助手(ALT)の効果的な配置や ICT の一層の活用を促進するなど、外国語でコミュニケ

ーションを図る資質・能力を着実に育成します。 

さらに、子どもたち一人一人の特性や学習進度に応じた個別最適な学びと協働的な学びを促進す

ることで、主体的に学ぶ子どもを育成します。 

主な取組・事業 内容 

主体的・対話的で深い学びの視

点から授業改善を図り、社会に

主体的・実践的に参画する力を

育む授業づくり 

習得・活用・探究などの学びの過程の工夫や学ぶ意欲を高める取組を推

進するとともに、教科等横断的な活動や体験的な活動を行い、主体的に思

考・表現する学習活動や子ども同士が学びあい、協働しあう場の充実に努

めます。 

さらに、子どもの社会参画や意見表明を推進するため、学級や学校とい

う身近な社会の形成に当事者として参画し、対話・協働することで、主体

的・実践的に社会参画する力を育みます。 

教科学習の充実と 

指導方法の調査研究 

個に応じたきめ細かな指導など、学校の課題に応じた指導の工夫に努め

るとともに、学力の状況の把握・分析を踏まえた授業改善を行い、各校での

実態に即したカリキュラムの充実・開発に取り組みます。また小学校にお

ける教科担任制(交換授業等)を推進し、実施方法について研究します。 

英語(外国語活動・外国語)

と国際理解教育の推進 

発達段階を踏まえた４技能(聞くこと、読むこと、話すこと、書くこと)の

系統的な指導を実施します。 

また、小・中学校において、異文化を学ぶ機会や発表の場を設け、国際理

解教育を推進します。 

グローバル人材の育成を図るため、中学生を対象とした英語能力試験の

受検料助成を継続し、受検しやすい環境を整備することで、英語学習のモ

チベーションを高めます。 

読書活動の充実(小・中学校) 

豊かな学びを育むために読書活動を更に推進します。 

学校図書館司書を配置し、読み聞かせやブックトーク、紙芝居、選書会等

を実施することにより、子どもが読書に親しみやすい環境づくりに努めま

す。 

蔵書を適切に更新し、図書管理システムの導入について検討します。ま

た、学校施設の改修時には図書館環境の充実に取り組みます。 

家庭における学習習慣の確立

(小・中学校) 

学習習慣・生活習慣の形成に向けての、家庭との連携による取組を推進

します。 

 

施策の方向性 

① 主体的に学ぶ子どもの育成 
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就学前教育※は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要な役割を担っており、幼児期に育まれた資質・

能力を小学校教育を通じてさらに伸長していくため、就学前教育と小学校教育の円滑化を図るとともに、

小中９年間を見据えた指導の充実を図ります。また、中学進学時に学校を選択することができる「学校

選択制」を継続実施し、学びたい生徒の希望に応えることで育ちと学びの連続性※を重視した連携教育

を進めます。 

主な取組・事業 内容 

就学前・小学校・中学校の

連携推進 

幼稚園や保育所等の幼児の小学校へ体験入学の実施や、保育所(園）・幼

稚園・こども園と小学校の教員による、保幼小連携会議での互いの教育・保

育内容の相互理解を推進します。また、「幼児期の終わりまでに育ってほし

い１０の姿」を共通の視点とし、幼児期と児童期をつなぐ「架け橋プログラ

ム」の作成や、中学校の「学校選択制」の実施など、関係者間の連携強化に

努めます。 

 就学前の教育・保育の更なる充実を図るため、福祉部局と連携し、保幼小

コーディネーターや幼児教育センターの設置を目指します。 

 

  

② 育ちと学びをつなぐ教育の推進 

AET による英語授業 学校図書館司書による読み聞かせ 
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基本施策(２) 心の教育の推進 

 

【実現したい学びの姿】 

道徳的な価値についての理解を基に、自己の生き方についての考えを深め、文化・芸術活動、郷土

文化を通じて自尊感情や自己肯定感が高まり、体験活動を通じて豊かな人間性が養われています。 

 

 

 

●子どもたちが生涯にわたって、他者や社会などと関わりながらよりよく生きていく上で、自らを

律する心や、互いを思いやる心、人間関係を築く力など、豊かな人間性や社会性を身に付けるこ

とはとても大切なことです。 

 

●本計画策定時にとったアンケート調査（児童生徒）では、規範やルールを守る意識は高いものの、

これらに比べて、自ら積極的に行動する子どもは少ない現状が明らかになりました。今後も引き

続き、「特別の教科 道徳」を要として、道徳的な判断力、心情を育成するとともに、積極的に行

動できる実践意欲と態度の育成にも教育活動全体で進めていく必要があります。また、自己肯定

感が低い児童生徒も一定数見受けられることから、今後とも子どもたちの自尊感情、自己肯定感

などを高めていく取組を学校・地域と連携し展開していく必要があります。 

 

●子どもの頃から様々な文化・芸術に触れることは、心にうるおいをもたらし、豊かな感性と芸術

を愛好する心情をはぐくむことにつながります。また、自分たちが生まれ育った場所は、子ども

達にとって自己を形成する土台となって、生涯にわたって心の支えになります。今後も引き続き、

地域で活躍する人材を育成するためにも、住んでいる場所の歴史や文化(郷土文化)に触れること

を通して、郷土愛の育成を図ることが必要です。 

  

現状と課題 

第 40 回 長岡京市小中学校美術展 
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子どもたちが、自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した一人の人間として他

者と共によりよく生きるための基盤となる道徳性を養うため、「特別の教科 道徳」を要として、道

徳的な様々な価値について理解を基に、自己の生き方についての考えを深めるとともに、道徳的判

断力、心情、実践意欲と態度の育成を教育活動全体で推進します。 

また、日常的な学級活動や学校行事を通し、いじめ防止や社会のルールやマナー・規範意識を醸

成することで児童生徒の人間関係の育成に努めます。 

他国の人々や文化について理解し、国際社会の平和と発展に貢献できる資質・能力の育成に取り

組みます。 

主な取組・事業 内容 

道徳教育の充実 

児童生徒が話し合い、互いに学び、深め合う授業により、自己の生き方に

ついての考えを深め、道徳的な判断力、心情、基本意識やそれを行動に移す

ことができる実践意欲と態度を育成します。また、家庭や地域社会と一体

となった道徳的実践力を促す環境をつくります。 

実態に即した生徒指導 

(学級経営等) 

児童生徒の生活実態の把握や内面理解による児童生徒個々の課題解決

や、児童生徒と教職員の相互の心のふれあいによる信頼関係の構築に努め

ます。 

人権教育・平和教育の充実

(小・中学校) 

すべての人の基本的人権を尊重する心とあらゆる人権問題(同和問題、障

がい者や外国人等の人権、性的指向・ｼﾞｪﾝﾀﾞｰｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨの多様性、子どもの

貧困への理解等)の解決に向かう態度の育成を目指し、各校での人権教育全

体計画に基づいた人権学習を着実に実施し、人権教育の充実に努めます。

また、「こども基本法」について学ぶ機会を確保します。 

現在も世界各地で戦争が続いている状況において、「平和」の大切さや

「命」の尊さを継承する取組を行います。 

 

 

子どもの自尊感情や自己肯定感を高め、豊かな人間性を育むため、日頃の教育成果を発表する場を設

定するとともに、伝統文化や芸術に触れる機会を確保し、子どもの豊かな感性と芸術を愛好する心情を

育みます。加えて、文化財を活用するなど郷土の歴史に触れる機会を設け、郷土愛の育成につながる教

育を推進します。 

主な取組・事業 内容 

体験活動の充実 

市小中学校美術展や吹奏楽演奏会等を開催するとともに、子どもたちが

伝統文化や芸術に親しむ機会を確保します。また、地域の文化財見学等、郷

土の歴史に触れる機会を創出します。 

 

施策の方向性 

① 道徳性を育む教育の推進 

② 豊かな人間性を育む体験活動の推進 
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基本施策(３) 健康・安全教育の推進 

 

【実現したい学びの姿】 

子どもたちが健やかな身体をつくり、健康で安全な生活を送るため、正しい知識が身に付けられて

いるとともに、子どもたちの体力の向上が図られています。 

 

 

 

●健康な体をつくることは、子どもたちが豊かな生活を送るために必要なことであり、成長期に活

発な身体活動を行うことは、子どもたちの心身の成長・発達に必要な体力を高めるだけでなく、

生涯にわたり健康を保ちながら生き生きと生活していく活力の育成にもつながります。 

 

●本市では、児童生徒の健康安全対策として、各校で指導計画に基づいた健康安全教育を実施し、

課題の情報共有、生活習慣病の予防や喫煙、薬物乱用等健康に関する適切な指導・対応を図って

います。また、災害時や登下校時の通学路の危険から児童生徒の身を守るための指導や危機管理

マニュアルの作成、交通安全指導に取り組んでいます。 

 

●児童生徒が巻き込まれる事件や事故が後を絶たない中、学校における安全管理の徹底と児童生徒

への安全教育の重要性は高くなっています。 

 

●本計画策定時にとったアンケート調査(保護者・児童生徒)では、スマートフォンの所持率が高く

なってきていることが明らかになり、長時間使用による生活習慣の乱れや、犯罪に巻き込まれる

危険性が考えられます。一方で、ICT を効果的に活用することで学力向上にも寄与する一面もあ

ることから、正しい知識やルールを身に付けさせる必要があります。 

 

●本市では、食育を推進し、子どもの育ちを支える観点などから、市内全中学校において中学校給

食を実施しています。導入後のアンケートでは、保護者、生徒ともに好評となっており、中学校

給食の評価は高くなっています。今後も、栄養バランスの取れた健全な食生活の基盤づくりに寄

与し、心身の健全な育成を目指し、小中連携した９年間を見据えた食育に取り組んでいくことが

重要です。 

 

●新体力テスト※については、特に小学校５年生において、京都府及び全国平均値を下回っている

傾向にあります。学校体育の推進の一環として新体力テストの分析結果を活用し、発達に応じた

体育指導が求められています。生涯にわたり、子どもたちの健やかな身体を育成するためには、

体を動かす楽しさを学び、体力づくりに積極的に取り組む姿勢を育てる必要があります。 

 

  

現状と課題 

◂安全管理の充実 

交通安全教室▸ 
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感染症や熱中症などに関する情報を正しく理解し対応していくとともに、児童生徒の所持率が

年々高くなっているスマートフォンの適切な利用、薬物乱用防止、望ましい生活習慣などの健康安

全教育を実施します。また、様々な性に関する問題や現状について教職員が情報共有の機会を設け、

時代に即した性教育を実施していきます。子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を

身に付けることができるよう、「生きた教材」である学校給食を活用した実践的な食育を行います。 

主な取組・事業 内容 

健康教育の推進 

健康(こころとからだ)への関心を高める保健指導や、警察や関係機関の

方による薬物乱用防止教室等を実施します。また、家庭と連携した、健康な

心身をつくるための生活習慣の定着に向けての指導、「生命(いのち)の安全

教育」等の充実など、時代に即した性教育を行います。 

安全教育(防犯・交通安全)

及び防災教育の推進 

児童生徒に危機回避能力の基礎が身に付くよう、災害時や登下校時の通

学路の危険から身を守るための指導や交通安全指導、避難訓練などを計画

的に実施します。また、緊急時に対応できる保護者連絡システムを運用し

ます。 

安全管理の充実 

学校における保健管理や、定期的な施設・設備の安全点検等を実施する

とともに、危機管理マニュアルの作成や学校安全計画を推進し、学校の安

全管理を充実します。また、「長岡京市立学校熱中症予防ガイドライン」に

基づく対応や、通学路における安全の確保に努めます。 

食育の推進と安全・安心な

給食の提供 

学校給食を活用して食に関する指導を実施し、食中毒対策や食物アレル

ギー対応などに努めるとともに、地産地消を推進します。これにより、安全

で安心かつ栄養バランスのとれた、魅力ある学校給食を提供し、食育の充

実を図ります。 

 

 

児童生徒の体力の向上及び健康の保持・増進とともに、日常から運動に親しむ態度や能力、競技

力を育むために学校体育やその他の行事、部活動を充実します。 

主な取組・事業 内容 

学校体育・スポーツ活動の

推進(小・中学校) 

「全国体力・運動能力調査」の結果を分析し、子どもが運動することの楽

しさを実感し、進んで運動する習慣が身に付くような、ICT などを活用した

体育の授業づくりの推進や地域人材の活用等を行います。また、部活動へ

の大会出場に係る費用等の一部補助等を行い、部活動やその他の行事の充

実に努めます。また、中学校部活動の地域展開について推進します。小学校

の水泳授業は、順次、民間の指導員やプール施設を活用し、体力・泳力の向

上を図ります。 

施策の方向性 

① 健康教育・安全教育・食育の推進 

② 体力向上の取組の推進 
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基本施策(４) きめ細かな支援の充実 

 

【実現したい学びの姿】 

障がいや不登校、いじめ・虐待など様々な背景をもつ子どもたちに対し、関係機関と連携し、一人

一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導が行われています。 

 

 

 

●子ども一人一人の個性や能力を伸ばすためには、個々の成長や発達の違いをふまえ、子どもの学

びを支える環境の調整が必要不可欠です。 なかでも、個別の支援を要する児童生徒には、一人一

人の教育的ニーズに応じ、その能力や可能性を最大限に伸ばすことができるよう、より一層、家

庭や医療、福祉などの関係機関との連携を強化し、支援の充実を図る必要があります。 

 

●今後も個に応じた必要な支援及び適切な指導が図れるよう、特別支援学級、通級指導教室※の担

当教員の育成及び通常学級に在籍する発達に課題があると思われる児童生徒への支援に向け、全

ての教員の指導力の向上が求められています。 

 

●本計画策定時にとった各種アンケート調査では、学校が楽しいという児童生徒が多数いる一方で、

不登校児童生徒は毎年増加傾向にあります。今後も、日々のきめ細かな児童生徒の状況の把握、

情報共有、組織対応での見守りの強化、スクールカウンセラー、市教育委員会、教育支援センタ

ー等関係機関との連携・相談を充実し、支援が必要な子どもたちの早期発見、課題解決を組織的

に行い、子どもたちが安心して過ごせる環境を整えることが重要です。 

  

現状と課題 

特別支援教育の推進・リンク・ブック 心と体の健康観察アプリ 

拡充した『アゼリアひろば』の活動教室 校内教育支援センターの充実 
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特別な支援を必要とする子ども一人一人の自立と社会参加に向けたきめ細かな支援ができるよ

う、指導方法を工夫し、教職員の専門性の向上を図り、特別支援教育の一層の推進を図ります。加

えて、関係機関と連携し、連続性を大切にした切れ目のない支援体制や相談体制の充実に努めます。

医療的ケアが必要な児童生徒等について、安全・安心に学校で学ぶことができるよう、看護師の配

置を含め、取組を推進します。 

主な取組・事業 内容 

特別支援教育の充実 

合理的配慮を踏まえた個別の教育支援計画等の作成と活用、インクルー

シブ教育※の視点を踏まえた理解教育の充実に努めるとともに、市支援員の

更なる配置や医療的ケア児対応への体制整備を行います。 

関係機関との連携による 

発達障がいなどの早期支援 

特別支援学校等と連携し、専門家チームによる巡回相談等を行います。

また、福祉部局や就学前機関との連携による就学相談等との情報共有に努

めます。 

学校における指導体制及び

学習環境の充実 

『ながおかきょう“リンク・ブック”※』の活用や、市特別支援学級担任

会や通級指導者担当者会等の実施により、特別支援コーディネーターを中

心とした校内の指導体制を確立します。また、引き続き、通級指導教室の充

実に努めます。 

 

 

アンケートの実施や子どもたちの生活や学びにわたる課題の把握に努め、福祉部門や NPOなどの

関係機関との連携により、不登校やいじめ・虐待の早期発見・早期対応に努めるとともに、子ども

たちが抱える様々な課題に対して、組織的な支援を進められるよう支援体制の構築を図り、誰一人

取り残されず学び続けることができ、安全・安心な学びができる環境づくりを推進します。 

主な取組・事業 内容 

いじめの問題等への対策 

いじめ等対策指導員を配置するほか、いじめアンケート及び聞き取り調

査や各校でのいじめ防止対策推進委員会を実施します。また、府配置のス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、教育支援センターの

教育相談員による教育相談を活用し、いじめについての対策を行います。

スクールロイヤー※を積極的に活用し、問題解決を図ります。 

不登校児童生徒等への 

教育的支援体制整備 

不登校やいじめ、心身の発達、学習や学校生活など様々な課題や相談へ

の対応を行うとともに、不登校児童生徒の学習等の場として『アゼリアひ

ろば』の充実、校内教育支援センターの充実、心と体の健康観察アプリの活

用、民間フリースクールや福祉部局との連携など、不安や悩みを抱える子

どもへの支援体制を整備します。 

  

施策の方向性 

① 特別支援教育の推進 

② 教育的支援が必要な子どもへの相談・支援体制の充実 
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基本施策(５) 変化の激しい時代を生き抜く力を育む教育の推進 

 

【実現したい学びの姿】 

将来の夢や目標を持ち、進路を主体的に選択できるよう、キャリア教育や、グローバル化などの社

会の変化に柔軟に対応できる能力を身に付ける教育を推進しています。また、ICT 環境の整備によ

り情報教育のための環境が整っています。 

 

 

 

●激しく変わりゆく社会の中で生き抜く力を育むためには、子どもたちに多様な知識を身に付けさ

せる必要があり、様々な人間性を育む教育を行うことが必要です。子どもには将来、社会的・職

業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための力が

求められています。 

 

●本計画策定時にとったアンケート調査(保護者)では、キャリア教育に対するニーズも高く、社会

の変革の中、自らの進路を主体的に切り拓く能力を育成することの重要性は増しています。今後

も引き続き、地域と連携したキャリア教育を展開することで、地域の人々との関わりの中で、社

会の仕組みや自己と他者との関わり方を理解するとともに、社会的・職業的自立に必要な能力や

態度を育てることが重要です。 

 

●近年、急速に進化を遂げている生成 AI はかつてないスピードで社会に普及しており、その利便

性とリスクの存在から社会に様々な影響を及ぼしています。そのような中、今後の技術革新や社

会変化に対応する人材を育てるためには、あらゆる情報の中から必要な情報を読み取り、進歩し

続ける技術を使いこなすことができるような取組を推進することが求められます。さらに、国の

も踏まえ、情報教育以外にも ICTを活用した様々な教育の推進や児童生徒一人一人の個に応じた

教育による新しい時代を生き抜く力の育成をより一層進めていく必要があります。 

 

●国連総会において採択された SDGs達成に向け、国連教育科学文化機関(UNESCO:ユネスコ）、加盟

国政府、NGO等によって、「教育２０３０行動枠組み」が採択され、教育分野での国際協力を一層

推進していくこととされました。今後はこのような国際的な状況を踏まえた指導内容を充実する

必要があります。 

 

●グローバル化の流れの中、令和２年度より小学５、６年生で外国語(英語)が教科化されるなど、

外国語教育の重要性はより一層増しています。経済・産業・文化などあらゆる分野で国際化が進

展している現在、世界に通用する実践的な語学力とともに豊かな国際感覚を醸成することが大切

です。今後も、言語や文化が異なる人々と主体的に協働できる力を育むことが求められることか

ら、グローバル社会に対応できる実践的な英語力を身に付けられる教育が必要となります。 

  

現状と課題 
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学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な資質・

能力を身に付けていくことができるよう、特別活動を主軸に各教科等の特質に応じて、キャリア教

育の充実・推進を図ります。 

主な取組・事業 内容 

キャリア教育の推進 

馴染みのある市内事業所での職場体験を通じて地域の経済活動の一環を

感じることや社会人講師の活用を通して、子どもたちの「学びたい」「働き

たい」という意欲を高めるとともに、明確な目的意識を持って自己の進路

を選択する力を身に付けるため、発達の段階に応じたキャリア教育を推進

します。 

 

 

小学校での英語の教科化に伴い、ネイティブの英語に触れ、異文化や異なる生活習慣を学ぶこと

によって、お互いの歴史的文化や多元的な価値観を尊重し合う姿勢などを育成します。また、SDGs

などの国際的な流れ、環境問題など、刻々と変化する社会における問題や課題を身近なものとし、

それらを積極的に対応・解決するための外国語・国際理解教育を推進するとともに、1 人 1 台端末

を効果的に活用しつつ、論理的思考力・情報活用能力(情報モラルを含む)を育みます。 

主な取組・事業 内容 

英語(外国語活動)と 

国際理解教育の推進 

【再掲】 

発達段階を踏まえた４技能(聞くこと、読むこと、話すこと、書くこと)の

系統的な指導を実施します。 

また、小・中学校において、異文化を学ぶ機会や発表の場を設け、国際理

解教育を推進します。 

グローバル人材の育成を図るため、中学生を対象とした英語能力試験の受

検料助成を継続し、受検しやすい環境を整備することで、英語学習のモチ

ベーションを高めます。 

プログラミング教育・ICT を

活用した教育の推進及び 

情報活用能力の育成 

1 人 1 台タブレット端末などのデジタル学習基盤の活用やプログラミン

グ教育を継続し、論理的思考力の向上、情報活用能力を育成します。また、

ネット上の人権侵害などによるトラブルなどから子どもを守るため情報モ

ラル教育等を推進します。生成 AI については、国や市のガイドラインに則

り効果的に活用します。 

 

  

施策の方向性 

① キャリア教育の推進 

② グローバル化など社会の変化に対応した教育の推進 

プログラミング教育 
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２ 基本目標２ 持続可能な教育施策推進のための環境整備 

基本施策(６) 学びを支える環境の整備 

 

【実現したい学びの姿】 

ICT 活用のための備品の導入や設備改修、配慮が必要な子どもへの支援の充実が図られています。

また、児童生徒が安全・安心に学ぶことができる教育環境の充実と、教職員にとって働きやすい環

境づくりが進められています。 

 

 

 

●子どもたちが良好な学習空間で学び、教員や友達との関わりを大切にしながら、安全に安心して

学校生活が送れるよう、教育環境を充実していく必要があります。特に、学校施設の整備におい

ては、安全安心な環境を目的とした「施設整備」に留まらず、ICT 機器などの基盤整備など、新

しいニーズに対応し、子どもたちにとってよりよい教育環境を構築していくことが重要です。 

 

●教材や教育用備品については、新しい時代に求められる子どもたちの資質・能力の育成に向け、

デジタル教材をはじめ学習指導要領に対応した教材の整備が必要なことに加え、通級指導による

支援が必要な子どもも増加傾向にあり、個に応じた教育用備品などの教育環境も一層整えていく

必要があります。 

 

●本市では、子どもたちの安全安心な教育環境を整備するため、校舎や体育館の耐震化、中学校給

食の施設整備、トイレの洋式化、多目的トイレやエレベータの整備等を進めてきました。一方で、

学校施設は老朽化が進行し、電気・給排水・消防・放送・空調などの各設備や建具などについて

改修が必要な状況にあり、修繕の手法や優先度の設定が課題となっています。今後も、安全安心

な教育環境の整備を効果的・効率的に実施していく必要があります。 

 

●次代を担う子どもたちを育むためには、教職員一人一人が学校での仕事と自己の生活とのバラン

スがとれた働き方をし、心身ともに健康で、意欲を持って子どもたちと向き合うことが大切です。

本計画策定時にとったアンケート調査(教職員)では、教員が業務の多忙を理由に、子どもと向き

合う時間が確保できなかったり、業務量が多いために、他の教職員とのコミュニケーションが取

れなかったりする状況が生じています。業務量の多さから、在校等時間が長くなる傾向にあるな

ど、精神的負担感を抱えることにつながりやすいことから、校内における相談体制や指導体制を

構築し、組織的に課題に取り組む体制づくりを進めるなど、教職員にとって働きやすい環境づく

りの推進が必要です。 

  

現状と課題 
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小中学校において、ICT を活用した学習活動を行うことができる施設、備品の充実に努めるとと

ともに、児童生徒に対する良好な教育環境の整備を進めます。高速通信ネットワークと児童生徒１

人１台の学習者用タブレットの整備により、授業への ICT活用を推進し、様々な学習活動の充実を

図ります。 

また、経済的な理由で就学困難な家庭に対し援助を行い、負担軽減を図ります。 

主な取組・事業 内容 

指導内容に対応した教材、 

備品の配備 

新しい時代の学校教育の指導内容に応じた学習用タブレット端末等の各

種教材や教育用備品などの導入促進、適切な配備・更新を行います。 

就学や進学に対する 

支援体制の充実 

丁寧な周知とともに、経済的な理由により就学困難な子どもの保護者に

対する学用品費等の必要経費の援助を行います。また、高等学校等の進学

が困難な家庭に対する奨学金に関する情報提供を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「個別施設計画(学校施設長寿命化計画)」の見直しを行い、教育環境の向上や老朽化対策を着実

に実施します。また、適切な保守・維持管理を行い、安全で安心な施設環境を維持します。熱中症

対策や防災機能の強化として、体育館・武道場に空調を整備するとともに、老朽化が進む普通教室

の空調の更新を進めます。 

主な取組・事業 内容 

学校施設安全・快適整備 

児童生徒の安全・安心と快適な学校生活、充実した学習環境などの実現

のため、施設整備を行います。外壁改修等の安全対策、空調整備・更新、教

室等照明LED化等の環境整備により学校施設の機能性能の向上を図ります。 

学校施設再整備・長寿命化事業 老朽化等の課題がある学校施設の建替えによる再整備を推進します。 

施策の方向性 

① 学習環境等の整備・充実 

② 学校施設等の整備・充実 

学習用タブレット端末の導入 大型モニターを使った授業 
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ICT を積極的に活用した校務支援システム※や生成 AI の活用などにより学校 DX を推進します。

学校における働き方改革の成果が着実に出つつあるものの、依然として長時間勤務の教職員も多い

ことから、更なる校務の効率化や会議、行事の見直し等による負担軽減を図り、学校経営の改善に

努めることで教職員が安心して本務に集中し、志気高く誇りを持って子どもに向き合えることがで

きる、働きがいのある環境づくりを推進します。また、小学校における教科担任制の取り組み方法

を検討します。 

主な取組・事業 内容 

持続可能な学校指導体制の

環境整備 

教員業務の見直しや在校等時間の適切な把握、校務支援システムの活用

等をより一層推進し、教職員の長時間労働の改善に取り組みます。また、外

部の人材活用や学校業務時間外の自動音声応答メッセージシステムによる

電話対応・録音、複雑化・多様化する保護者対応へのスクールロイヤー制度

の活用により、教員が教育活動に専念できる環境整備に努めます。 

 

  

③ 教職員にとって働きがいのある環境づくり 

自動音声応答メッセージシステムの機器 校務支援システムが利用できる校務用端末 
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基本施策 （７） よりよい学校づくりの推進 

 

【実現したい学びの姿】 

地域人材の活用や研修等を通して教職員の専門性を高めるとともに、地域、保護者に対して開かれ

た学校を目指すことで、よりよい学校づくりが図られています。 

 

 

 

●学校の教職員は従来から学習指導や生徒指導など幅広い業務を担っており、いずれの業務におい

ても、子どもの状況把握に努め、効果的な指導につなげられるよう取り組んできました。近年子

どもを取り巻く環境が急激な変化を続けるなか、教育課題が複雑化・困難化してきており、学校

の教職員に求められる役割も多様化しています。 

 

●教職員が学校における多様な課題に対応し、時代に即した新たな教育を実践するためには、教職

員の学び続けようとする姿勢をしっかりと支えて、学習指導において絶え間ない工夫改善につな

げていく必要があります。教育の直接の担い手である教職員の資質向上を図ることが重要です。 

 

●少子高齢化や情報化の進展により、子どもたちを取り巻く環境が変化し、学校が抱える課題が複

雑化・多様化してきています。そのような状況の中で、次代を担う子どもたちの豊かな成長のた

めには、地域や外部の人材と連携・協働した取組等、開かれた学校づくりが求められています。 

 

●本計画策定時にとったアンケート調査(保護者)では、「学校に期待する教育や指導について、学

校は全体として期待に応えてくれているか」については、小学生保護者、中学生保護者ともに、

期待に応えてくれていると回答した割合が８割程度と学校への評価は高くなっています。これま

での取組の評価を踏まえながら、今後も学校と教育委員会、地域等の連携を推進し、学校組織の

機能強化を推進していく必要があります。 

 

  

現状と課題 

令和７年度教職員研修の様子 
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子どもたち一人一人の学びを最大限に引き出し、個性や能力、可能性を伸ばし育てるとともに、

様々な教育課題に適切に対応できるよう、デジタル技術の活用など教職員研修を充実することによ

り、授業力や多様な教育課題への対応力等、教員の資質と実践的指導力の向上に取り組みます。 

主な取組・事業 内容 

教職員研修事業 

学校教育におけるさまざまな課題の解決と新たな研究の推進をめざし

た、今日的な課題や教職員のニーズに即した研修を行います。また、OJT に

よる研修やネットを活用した研修等、多様な研修機会の充実に努めます。 

 

 

学校が保護者や地域の方々の理解と参画を得て、社会に開かれた教育課程として創意工夫しなが

ら特色ある教育活動に取り組めるよう、積極的な情報発信をはじめ、学校運営協議会(コミュニテ

ィ・スクール※)と地域学校協働本部を一体的に推進し、地域と一体となった特色ある学校づくりを

推進します。また、外部人材と連携した授業等の支援や、専門家の活用による授業改善などに取り

組むことで、教育の質の向上を図ります。 

主な取組・事業 内容 

地域とともにある学校づくり 

学校運営協議会の活用と学校評価を活用した教育活動の充実・改善、学

校だよりやホームページ等を活用した積極的な情報配信による地域に開か

れた学校づくりに努めます。 

外部人材の活用 
学校外の人材による授業や部活動の支援、大学など外部の専門家からの

助言による授業改善などにより、教育の質の向上を図ります。 

 

  

施策の方向性 

① 教職員の資質能力の向上 

② 開かれた学校づくり 

学校運営協議会辞令交付式 
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３ 基本目標３ 生涯を通じた、多様な学びによる 

豊かな人づくり、地域づくり 

基本施策(８) 生涯を通じた多様な学びの充実と人権教育の推進 

 

【実現したい学びの姿】 

社会教育施設や講座等が充実され、主体的に学ぶ市民が増えています。また、市民に多様性への理

解や人権を尊重する意識が育っています。 

 

 

 

●人生１００年時代を見据えて、人生を豊かに暮らしていくためには、生涯にわたって学びを継続

していく必要性が高まっており、それぞれのライフステージに応じた学びの機会を提供すること

が重要です。また、一人一人の学びだけでなく、学習を通じたつながりづくりや地域における活

動へと生かすことで、地域コミュニティの維持・活性化にもつながります。 

 

●本計画策定時にとったアンケート調査(市民)によると、市民全体で教養や健康増進の生涯学習の

ニーズは高い状況ですが、特に５０歳代未満ではボランティア・地域づくり活動のための生涯学

習活動経験者数は少なくなっています。行政が学習活動に力を入れて取り組むべきだと思うこと

では、保護者、市民ともに「いつでも気軽に利用できるスペースの提供」「講座や講演会などの分

かりやすい情報提供」の割合が最も高く、気軽に利用できる学習の場や情報提供の充実が求めら

れています。多様化する市民の学習ニーズを的確に把握した生涯学習環境や講座の充実、効果的

な情報発信を行うことが必要です。 

 

●すべての市民が人権尊重の理念についての正しい認識を持ち、差別や偏見がなく、多様性を認め

合う社会の実現が求められます。社会の変化や一人一人の意識の変化等を反映して、同和問題、

障がい者等の人権に関する問題のほか、多様な性への理解といった新たな問題が顕在化するなど、

人権問題は多様化・複雑化する傾向にあります。このような中、市民の人権意識向上のため、引

き続き、総合的に人権教育に取り組むことが必要です。 

 

●築約４０年を迎える図書館・公民館は、老朽化(設備不具合、バリアフリー未対応等)に加え、時

代に即した機能の提供(デジタル化への対応など)が課題となっています。特に図書館では、誰も

が快適に過ごせるスペースの拡充などが、公民館では子育て世代やこどもの利用促進などが求め

られています。 

  

現状と課題 
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全ての人のウェルビーイングの向上のために、いつでも、どこでも、誰でも、何度でも学ぶこと

ができる機会の充実と、学んだことを生かして新たなチャレンジができる社会の実現をめざし、中

央公民館や中央生涯学習センター等の社会資源を活用した多様な学習の場を創出します。また、市

民の学ぶ意欲を支えるため、学習情報の提供や相談体制(生涯学習相談員等)の充実など、様々な学

習支援を行います。 

主な取組・事業 内容 

生涯学習つながりデザイン

事業 

生涯学習を通じて個人の自己実現を図るとともに、他者との学び合いや

教え合いにより、さらに豊かな学びにつながるよう、講座情報の一元化や

アクセス向上、人材のマッチングシステムの構築を行います。 

社会教育活動事業 

団体の持続的な活動が推進できるように、参画しやすい活動への見直し

や担い手の確保など、社会教育関係団体を支援していきます。 

市民生活が潤いあるものとなるように、様々な学習ニーズ(子育て世代・

若年層・高齢者)に対応した講座の検討・実施を行い、市民の自主的な学習

につなげます。 

また、実際生活に関する学習課題を市民自らが企画者となり共に解決し

ていく「市民と考える現代的課題講座（旧市民企画講座）」を実施します。 

公民館で活動しているサークルの活動紹介等を通じて、会員の確保や、

公民館に来館し、活動する市民を増やします。 

館内の発表会・パネル展示・広報紙に加え、LINE やデジタルサイネージ

など新たな広報手段を活用し、更なる市民利用を呼び込みます。 

中央生涯学習センター事業 

人生１００年時代を迎え、生涯学習社会※への重要性が高まっています。

幅広い市民の主体的な学びの場として、魅力的な事業展開を行います。ま

た、学習機会や情報を提供する場として、中央生涯学習センターを適切に

管理運営します。 

 

  

施策の方向性 

① 生涯を通じた学びの機会の充実 

中央公民館 市民企画講座 

公サ連(公民館サークル連絡協議会)まつり 
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市民の主体的な学びを支援するとともに、その成果を地域の課題解決に生かすことができる環境

づくりとその充実を進めます。市民一人一人が学び合い、地域における活動へとつながり、さらな

る学びへの意欲を高めることができる「学び」と「活動」が循環する地域づくりを推進していきま

す。中央公民館は築約４０年を迎え、老朽化への対応に加え、時代に即した機能設備の充実やサー

ビスの提供を図ります。 

主な取組・事業 内容 

社会教育活動事業 

【再掲】 

団体の持続的な活動が推進できるように、参画しやすい活動への見直し

や担い手の確保など、社会教育関係団体を支援していきます。 

市民生活が潤いあるものとなるように、様々な学習ニーズ(子育て世代・

若年層・高齢者)に対応した講座の検討・実施を行い、市民の自主的な学習

につなげます。 

また、実際生活に関する学習課題を市民自らが企画者となり共に解決し

ていく「市民と考える現代的課題講座（旧市民企画講座）」を実施します。 

公民館で活動しているサークルの活動紹介等を通じて、会員の確保や、

公民館に来館し、活動する市民を増やします。 

館内の発表会・パネル展示・広報紙に加え、LINE やデジタルサイネージ

など新たな広報手段を活用し、更なる市民利用を呼び込みます。 

 

 

全ての市民の基本的人権が守られ、多様性への理解のもと、一人一人が個性と能力を発揮するこ

とができる社会を目指し、子どもから大人までを対象とした、様々な人権問題について学ぶ機会の

創出など、多様化・複雑化する課題を解決するための学習活動の推進をはかります。児童の権利に

関する条約及びこども基本法を踏まえ、子どもの権利利益の擁護を図るなど、子どもが安心して学

べる環境の整備に取り組みます。 

主な取組・事業 内容 

人権教育・啓発推進事業 

全ての市民の人権が尊重され、個性と能力を発揮することができる社会

を目指し、人権啓発作品の募集・展示、研修会、平和フォーラムなどの啓発

イベントを行います。対象者層に合わせ、企画や周知方法の工夫などに取

り組みます。 

人権教育・平和教育の充実

(小・中学校)【再掲】 

すべての人の基本的人権を尊重する心とあらゆる人権問題(同和問題、障

がい者や外国人等の人権、性的指向・ｼﾞｪﾝﾀﾞｰｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨの多様性、子どもの

貧困への理解等)の解決に向かう態度の育成を目指し、各校での人権教育全

体計画に基づいた人権学習を着実に実施し、人権教育の充実に努めます。

また、「こども基本法」について学ぶ機会を確保します。 

現在も世界各地で戦争が続いている状況において、「平和」の大切さや

「命」の尊さを継承する取組を行います。 

  

② 地域に広がる学びへの支援 

③ 人権教育・多様性への理解の推進 
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基本施策(９)  読書環境の充実と子どもの読書活動の推進 

 

【実現したい学びの姿】 

読書に親しみやすい環境やサービスの充実により、誰もが読書の楽しさを実感し、生涯にわたって

読書に親しむ文化が育っています。 

子どもたちが読書の喜びを発見し、自ら進んで読書する習慣が身についています。 

 

 

 

●読書には、心を育む・思考を鍛える・生き方を学ぶなど様々な効用があります。図書館は、読書

を通じた学びの場として、市民の教養と文化の発展における重要な役割を担っています。本に触

れ、読書の楽しさを知る機会をつくるなど、ライフステージに応じた読書活動を推進する取組が

必要です。また、市民一人一人のニーズを踏まえるとともに、多様な学びへとつながる資料・情

報提供やデジタル社会に対応した図書館環境の整備が求められています。さらに、障がいの有無

に関わらず、全ての人が読書に親しめるよう、必要な支援を充実させていくことが大切です。近

年、ライフスタイルや価値観の多様化により、図書館に期待される役割も変化しており、図書館

には従来の「地域の情報拠点」としての機能に加え、誰もが気軽に立ち寄りくつろげる「居場所」

としての機能、個人やグループで学べる「学習の場」としての機能、人と人が出会い、つながり

を形成していく「交流の場」としての機能など、多様な機能が望まれています。築約４０年を迎

え、老朽化が進む施設、設備の更新だけでなく、時代に即した機能拡充が求められています。 

 

●インターネット、スマートフォン等の普及により、子どもたちの読書環境は大きく変化し、「読書

離れ」が危惧されています。本市においても、小学生、中学生ともに、読書が好きと答えた割合

や、学校以外での読書時間の低下がみられます。情報アクセスや経済状況の違いによる読書機会

の格差も課題となっています。読書は、子どもたちの豊かな感性や想像力、思考力、表現力を育

み、生涯にわたる学習の基盤となるため、読書の楽しさや素晴らしさを実感し、大人になっても

読書に親しめるよう、デジタル社会に対応した読書機会の提供や、多様なニーズに対応できる読

書環境の整備が重要です。特に、子どもたちの発達段階に合わせた読書支援は大切であり、乳幼

児期から読書に親しむ環境を整え、成長段階に応じて適切なサポートをし、子どもが自主的に読

書活動を行えるようにする必要があります。また、特別な支援が必要な子どもたちや経済的に厳

しい状況にある子どもたちへのきめ細やかな配慮も欠かせません。家庭、学校、地域社会が一体

となり、すべての子どもたちにとって最適な読書環境を整備し、個々に寄り添った読書支援に取

り組むとともに、子どもたちが主体的に読書を楽しめるよう、子どもの視点に立った読書活動の

推進が求められます。 

  

現状と課題 
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生涯にわたり読書に親しみ、心豊かな人生を送るとともに、読書を通じた学びを深められるよう、

読書環境の充実・整備を進めます。蔵書の質的向上を図るとともに、障がいの有無に関わらず、誰

もが読書に親しめるよう、必要な支援を充実させます。また、読書の楽しさを実感できるよう様々

な工夫を凝らし、本との出会い、読書の機会を提供します。図書館が生涯学習の中核施設として、

誰もが利用しやすく気軽に立ち寄れる場所となるよう、時代のニーズに合わせた空間づくりに取り

組みます。 

主な取組・事業 内容 

図書館サービスの推進・充実 

 幅広い分野の図書をバランス良く収集し、情報の古い図書の適切な廃棄

を進めることで、蔵書の質的向上を目指します。また、全ての人が読書を楽

しめるよう、バリアフリー図書の充実を図るとともに、電子書籍の導入も

検討します。 

読書の楽しさを実感してもらえるよう、本の展示方法やイベント企画な

どを工夫し、本と出会うきっかけ作りや読書機会の提供を行います。 

老朽化した施設・設備の更新を行うとともに、読書スペースの充実に加

え、誰もが利用しやすく、快適に過ごせる空間へのリノベーションを実施

します。 

 

  

施策の方向性 

① 読書環境の充実・整備 

図書館絵本の広場 
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子どもが読書を通じて豊かな感性・想像力・思考力・表現力を育み、自らの人生を豊かにできる

よう、図書館、学校、家庭、地域社会が協力・連携し、一人ひとりの子どもに寄り添いながら、主

体的な読書活動を支える環境づくりに取り組みます。 

図書館では、子どもが自由に本を選び、楽しく読書ができる環境を提供します。また、家庭での

読書活動の意義や理解促進を図り、親子で読書の楽しさを共有する機会を創出します。学校では、

読書活動を教育活動全体の中で適切に位置づけ、学校図書館の充実を図り、子どもの読書習慣を形

成します。さらに、地域文庫、ボランティア、関係機関などと協力し、多様な読書体験の機会を提

供することで、社会全体で子どもの読書活動を推進します。 

主な取組・事業 内容 

子どもの読書活動の推進 

(図書館) 

 子どもが楽しく、自然に本に親しめるよう、図書館では手に取りやすい

書架の工夫、季節ごとのテーマ展示、年齢に応じた読書推進イベントなど、

魅力的な環境づくりに取り組みます。また、絵本、児童書、中高生向け図

書、バリアフリー図書など、年齢や多様なニーズに対応した資料の充実を

図るとともに、電子書籍の導入も検討します。 

親子が一緒に参加できる読書企画に加え、保護者向けには本の選び方や

読み聞かせ方法に関する相談会などを実施し、家庭での読書活動を支援し

ます。 

地域文庫やボランティアと連携を深め、読み聞かせなどのイベント開催

や地域での本の貸出を支援することで、地域ぐるみで読書に親しむ機会の

充実に取り組み、子どもの読書機会を広げます。 

 子どもが主体的に読書を行えるよう、アンケート調査等を通じて子ども

の意見を把握し、子どもの視点に立った読書活動の推進に努めます。 

読書活動の充実(小・中学校) 

【再掲】 

豊かな学びを育むために読書活動を更に推進します。 

学校図書館司書を配置し、読み聞かせやブックトーク、紙芝居、選書会等

を実施することにより、子どもが読書に親しみやすい環境づくりに努めま

す。 

蔵書を適切に更新し、図書管理システムの導入について検討します。 

また、学校施設の改修時には図書館環境の充実に取り組みます。 

 

  

② 子どもの読書活動推進 

子どもの読書活動の推進 
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基本施策(１０) 文化芸術の発展・推進 

 

【実現したい学びの姿】 

市民が文化芸術活動に取り組む場が確保され、活動人口が増えています。文化芸術に親しむ機

会が増えることで、創造性や表現力が高まり、人と人のつながりを育み、本市の文化芸術が継

承、発展が図られています。 

 

 

 

●人は、質の高い文化や情報に実際に触れることによって精神的な充足感を得られるとともに、知

識を蓄え、感性や創造性を育みます。質の高い文化に触れ、それらの活動を通じて人と交流する

ことが、充実した生活や人生の潤いにつながります。 

 

●本市では、文化芸術振興に向けて、文化活動で活躍・貢献された個人や団体の顕彰を行ったり、

文化活動団体の文化芸術イベントの開催などに伴う支援を行っています。一方で、文化活動団体

のメンバーの高齢化や固定化、文化芸術活動の拠点となる施設の老朽化などの課題があります。

引き続き、地域に根差した文化芸術活動が継続的に実施できるよう支援を行うとともに、施設等

の文化活動を発表・鑑賞する場を維持・管理していく必要があります。 

  

  

現状と課題 

長岡京芸術劇場アウトリーチ事業 

（京都市立芸術大学による出張演奏会） 
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全ての市民が、生涯を通じて文化や芸術に親しむことで心豊かな人生を送り、地域社会や人との

つながりを深め、その学習成果を生かすことや次世代に継承することで、豊かな地域づくりが推進

できる環境の整備とその活動の支援を推進します。 

京都府長岡京記念文化会館等の文化施設を活用し、市民が文化や芸術に親しみ、活動成果を発表

できる場の提供と、長岡京芸術劇場等のイベント開催及び運営支援を行うことにより、優れた文化

や芸術に親しむ機会の充実を図ります。 

主な取組・事業 内容 

長岡京芸術劇場推進事業 

「長岡京芸術劇場実行委員会主催事業」をはじめとした文化・芸術事業

を推進します。また、「長岡京芸術劇場実行委員会主催事業」に子ども向け

の事業を充実することや、プロやアマチュア楽団との交流などにより、子

どもたちが文化芸術に興味関心を持ち、活躍するまちづくりに取り組みま

す。 

また、京都府長岡京記念文化会館を拠点とした質の高い舞台芸術の提供

と充実を図るとともに、京都府長岡京記念文化会館の安定的な運営を目指

し京都府(施設設置者)に対して会館の活用や維持・改修を求めていきます。  

文化活動推進・支援事業 

誰もが文化芸術活動に触れ、参加してもらう機会を確保・充実するため、

文化団体への運営支援、連携等によるイベントの開催や、若年層・ファミリ

ー層向けの企画、SNS 等を活用した周知、他分野との連携等々、活動の活性

化や会員確保の取組に支援を行うなど文化団体への文化芸術活動を推進し

ます。 

また、障がいのある人もない人も共に楽しみ活躍できる場づくりに取り

組みます。 

社会教育活動事業 

【再掲】 

団体の持続的な活動が推進できるように、参画しやすい活動への見直し

や担い手の確保など、社会教育関係団体を支援していきます。 

市民生活が潤いあるものとなるように、様々な学習ニーズ(子育て世代・

若年層・高齢者)に対応した講座の検討・実施を行い、市民の自主的な学習

につなげます。 

また、実際生活に関する学習課題を市民自らが企画者となり共に解決し

ていく「市民と考える現代的課題講座（旧市民企画講座）」を実施します。 

公民館で活動しているサークルの活動紹介等を通じて、会員の確保や、

公民館に来館し、活動する市民を増やします。 

館内の発表会・パネル展示・広報紙に加え、LINE やデジタルサイネージ

など新たな広報手段を活用し、更なる市民利用を呼び込みます。 

中央生涯学習センター事業

【再掲】 

人生 100 年時代を迎え、生涯学習社会への重要性が高まっています。幅

広い市民の主体的な学びの場として、魅力的な事業展開を行います。また、

学習機会や情報を提供する場として、中央生涯学習センターを適切に管理

運営します。 

施策の方向性 

① 文化・芸術の振興 
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基本施策(１１) スポーツの振興 

 

【実現したい学びの姿】 

幅広い市民が親しめるスポーツ大会の支援や運動・スポーツができる場所の提供により、スポ

ーツに関わる市民が増えています。 

 

 

 

●スポーツには、体を動かすことから得られる体力や健康の増進に加え、地域コミュニティの醸成

など、多面的な効果があります。本市では、市民が、運動やスポーツに親しむきっかけとなる市

民大運動会、市民スポーツフェスティバルなどのスポーツイベントを開催しています。一方で、

地域スポーツに関わる人達の高齢化によるマンパワーの低下や施設の老朽化の課題があります。

今後は、「第２期長岡京市スポーツ推進計画」に基づき、「みんなもスポーツ心を！スポーツをす

る人、みる人、ささえる人 みんなでつなげる 長岡京」を基本理念に、市民一人ひとりのウェ

ルビーイングと共生社会の実現を目指して、誰もが日常的に運動・スポーツを楽しむことができ

るよう、一人一人のレベルや志向、環境に見合ったスポーツ施策が求められています。 

 

  

現状と課題 

みんなのスポーツデー（親子サッカー教室） 
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市民が、それぞれの体力や年齢、技術、技能、興味、目的に応じて、いつでも、どこでも、誰で

もスポーツを楽しめる生涯スポーツ社会の実現をめざします。市民、各種団体やスポーツチーム・

アスリート等との連携を図りながら、スポーツ大会等の開催や総合型スポーツクラブ等への支援に

より市民にとって身近な地域においてスポーツに接する場や機会の充実、体力の維持向上に向けた

取組を支援するとともに、老朽化が進むスポーツ施設の計画的な整備を推進します。 

主な取組・事業 内容 

総合型地域スポーツクラブ

推進事業 
全小学校区で総合型地域スポーツクラブの設立を図ります。 

スポーツ交流推進事業 

若葉カップ全国小学生バドミントン大会を通じ、競技力向上の機会と広

域的な交流を深める機会を創出します。 

市民が身近な校区で運動・スポーツに親しめるよう、小中学校の体育施

設を開放し、運動・スポーツのできる環境の確保に努めます。 

また、スポーツ少年団の育成やスポーツ団体連合会の活動の支援を図る

ことで市民のスポーツ実施率を高めます。 

魅力ある事業・イベントを継続していくために、新規事業の立上げ（ボッ

チャ大会など）や既存事業の見直しを実施します。 

また、障がいのある人もない人も共に楽しみ、活躍できるスポーツ環境

を整えます。 

地域と連携して、ACP(アクティブチャイルドプログラム)事業の推進を図

り、遊びや活動を通して、子ども体力の向上に取り組みます。 

スポーツ施設環境の整備 

スポーツ活動の拠点である西山公園体育館やスポーツセンターの適正な

維持管理や再整備を進めながら、多くの市民がライフステージに応じたス

ポーツを楽しむことができるよう、市民スポーツ活動の充実を図ります。 

学校体育・スポーツ活動の

推進（小・中学校）【再掲】 

「全国体力・運動能力調査」の結果を分析し、子どもが運動することの楽

しさを実感し、進んで運動する習慣が身に付くような、ICT などを活用した

体育の授業づくりの推進や地域人材の活用等を行います。また、部活動へ

の大会出場に係る費用等の一部補助等を行い、部活動やその他の行事の充

実に努めます。また、中学校部活動の地域展開について推進します。小学校

の水泳授業は、順次、民間の指導員やプール施設を活用し、体力・泳力の向

上を図ります。 

 

  

施策の方向性 

① スポーツの振興 
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基本施策(１２) 文化財の保存・活用 

 

【実現したい学びの姿】 

文化財の適切な保存・整備が図られ、市民が地域の歴史文化に触れ、魅力を再発見することで、

ふるさとに対する、愛着や誇りを育み、未来に継承されています。 

 

 

●一人一人が郷土への理解や愛着を深め、文化財や歴史文化を次世代に継承するため、文化財をよ

り身近に感じる取組や適切な保存・整備が必要です。本市には、乙訓古墳群や長岡京跡など多く

の貴重な文化財があります。アンケート調査(市民)によると、本市の歴史や文化遺産(文化財)に

ついては、「大切に次世代に伝えたい」の割合が約８割と高く、多くの人が本市の歴史や文化遺産

(文化財)に関心を持っています。一方で、乙訓古墳群の公有化と保存・整備、埋蔵文化財発掘調

査による出土遺物や歴史資料の保管場所の確保など、長期的な課題もあります。貴重な文化財を

後世に継承していくために、子どもから大人まで多くの人々にその魅力を伝え、重要性を理解し

てもらうとともに、文化財の保存だけでなく、まちづくりなどへの活用という視点に留意し、令

和４年度に文化庁の認定を受けた「長岡京市文化財保存活用地域計画」に基づき、総合的な保存・

活用を進めていく必要があります。 
 

 

 

「長岡京市まちなかミュージアム れきしる長岡京」を通じて、文化財・歴史資料の価値や魅力

を、デジタル技術を活用し、子どもにもわかりやすいように発信していきます。歴史講演会や発掘

調査体験など普及啓発活動も充実していきます。 

また、乙訓古墳群の保存・整備と一体的な活用、歴史資料の収集・調査・保存・公開を推進する

とともに、埋蔵文化財調査センター機能の移転・集約について検討します。 

総合的・計画的な文化財の保存・活用を進めるため、安定的な組織の整備（専門的人材の確保・

育成、知識・技術の継承）を図ります。 

主な取組・事業 内容 

まちなか博物館 

ネットワーク事業 

「長岡京市まちなかミュージアム れきしる長岡京」を中心施設として、

まち全体を博物館と見立て、市内に点在する文化財やその周辺環境をより

良い形で保全しながら、展示・公開に供し、それぞれをネットワークでつな

ぐ「まちなか博物館ネットワーク」の形成を進めます。 

 

  

現状と課題 

施策の方向性 

① 文化財の保存と活用 

◂恵解山古墳公園 

れきしる長岡京▸ 
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４ 基本目標４ 子どもを中心につながる地域の学びの場の推進 

基本施策(１３) 家庭・地域・学校の連携・協働による教育の充実 

 

【実現したい学びの姿】 

家庭・地域・学校がそれぞれ連携・協働し、子どもたちの成長を見守る体制が充実できていま

す。また、地域の中で安心して子育てしている保護者が増えています。 

 

 

 

●少子化や核家族化など、子育て家庭を取り巻く状況の変化により家庭での教育力の低下が懸念さ

れる中、学校と家庭、地域社会との連携・協力により、地域全体での教育を充実することが重要

となっています。 

 

●本市では、保護者の子育てや教育に関する悩みや不安に対し、様々な支援等を行うことにより、

家庭教育の支援に努めています。また、保護者間、また保護者と学校間の情報共有等、家庭同士

の連携、学校と家庭との連携の取組を進めています。さらに、地域においては、子どもの見守り

活動等の地域ぐるみでの育成活動を実施しています。 

 

●本計画策定時にとったアンケート調査(児童生徒)によると、地域の大人が見守ってくれていると

感じる児童生徒は、自己肯定感が高く、自己肯定感が高い児童生徒ほど将来の夢、希望等の意欲

や夢を持つ割合も高くなっていることから、地域との関わりは教育の面からも重要です。子ども

たちが地域の中で、信頼できる大人たちと関わりを持つことで、自分自身の価値を確認し自己肯

定感を高めるとともに、多様性を認める意識の醸成にもつながっていくことが期待されます。一

方で、地域の人達の高齢化や後継者不足に加え、アンケート調査(教職員)からは、地域内での連

帯感や家庭間のつながりの希薄化、地域行事における学校の地域への関わり方、精神的・時間的

に様々な状況を抱え学校と連携しにくい保護者などの課題もみられています。 

 

●家庭・地域・学校がそれぞれの役割と責任のもと様々な機会で連携し、子どもたちの育ちについ

ての目標を共有しながら、学校での地域の人材の活用(学校を核とした家庭・地域との連携)や、

子どもたちが地域活動や行事に参加することで家庭・地域が一体的に子どもたちの育ちに関わる

機会を充実することが重要です。 

  

現状と課題 

少年補導委員会による「中学生とトーク」 北開田児童館 子育てサロン 
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学校を支援する地域組織等を通じて、子どもたちが地域とふれあい、協力を得ながら成長してい

くことができるよう、時代に見合った学校・家庭・地域の連携・協働による取組を進めます。また、

地域学校協働本部と学校運営協議会を一体的に推進し、地域や子どもをめぐる課題解決を図り、よ

り効果的・継続的な活動となるよう引き続き支援していきます。 

主な取組・事業 内容 

青少年健全育成地域活動 

支援事業 

子どもの健やかな成長と発達を目指す地域の育成組織が、相互に連携を

深め、子どもを守り育てる活動を支援し、明るく住みよいまちづくりを推

進します。 

地域学校協働推進事業 

地域と学校が連携し、地域全体で子どもたちの成長を支える地域学校協

働活動を推進します。放課後や週末に小学校の特別教室や体育館などでス

ポーツ・文化活動などの体験・交流機会を提供する「すくすく教室」、中学

校で放課後学習、生徒の個別支援、部活動、図書室開室などを支援する「地

域で支える中学校教育支援事業」など、地域住民が学校と協働して行う取

組を推進します。ボランティアについて、効果的な募集と事業とのマッチ

ングを進めます。 

 

 

家庭の教育力を高めるため、発達段階に応じた子どものしつけや教育を行うことができるよう、

家庭が果たすべき役割や子育てについて、親が学べる場を充実します。 

また、親が抱える不安や悩みに対応し、相談の場づくりや情報提供を充実させるとともに、地域

の中に子育てを通じた交流の場をつくり、子育て家庭が孤立しないよう保護者に寄り添う地域での

子育て支援に取り組みます。 

主な取組・事業 内容 

家庭教育に関する 

学びの機会の充実 

子育ての責務や親としての役割、子どもとのかかわり方など、保護者が

子育てに関して、学ぶ機会や交流の場を提供します。SNS 等を活用し、保護

者や児童に効果的に広報・周知します。 

教育に関する 

保護者相談体制の充実 

いじめ、不登校などの教育に関する相談のほか、子どもの発達や子育て

に関する相談について、専門的な助言が受けられるよう、相談体制の充実

を図ります。また、相談窓口の周知を行います。 

児童館子どもの居場所づくり事業 

(子育てサロン) 

子育て世代の不安感、孤独感を解消するため、子育てサロンなど子育て

世代を支援する事業を継続的に実施し、また事業内容の見直しなどを行い、

来館者同士の交流を推進します。 

家庭における学習習慣の確立

(小・中学校)【再掲】 

学習習慣、生活習慣の形成に向けての、家庭との連携による取組を推進

します。 

施策の方向性 

① 地域ぐるみでの育成活動の推進 

② 家庭教育への支援の充実 
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基本施策(１４) 子どもを健全に育む場の充実 

 

【実現したい学びの姿】 

子どもたちが、多様な場所において体験や交流など充実した時間を過ごすことで、健全に育っ

ています。 

 

 

 

●子どもたちの健全な育成は、学校、家庭だけが担うものではないことは言うまでもありません。

放課後における、地域社会でのさまざまな体験や異年齢の人たちとの交流は、思考力・判断力・

表現力といった、これからの社会を生き抜くために求められる資質や能力、豊かな人間性や社会

性を身に付けるための重要な機会となります。また子どもたちとの交流を通して、子育て期以外

の市民にとっても、地域社会への参加のきっかけとなり、自分自身の学びにもつながっていきま

す。 

 

●現在、本市においては、放課後児童クラブや児童館での活動、地域における文化活動やスポーツ

活動、子供会活動などさまざまな活動が展開されています。 

 

●共働き家庭の増加に伴い、放課後児童クラブの需要は年々増加しています。受け入れを拡大する

ための施設整備や、保育の質の向上に向けての取組が必要となっています。放課後の時間を子ど

もにとってより充実した時間とするため、スポーツや文化活動などが体験できる場所の拡充のほ

か、地域全体で連携し、子どもの健全な育成を推進するための居場所づくりに選択肢を増やす取

組が必要となっています。 

 

  

現状と課題 

すくすく教室（タケノコ堀り体験） 

放課後児童クラブの行事（交通安全教室） 
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放課後における子どもたちの安全・安心な居場所であるとともに、就労等により昼間、保護者が

家庭にいない児童が生活や遊びを通して自主性、社会性、創造性を培うことができる場として、保

育環境の充実を図ります。 

主な取組・事業 内容 

放課後児童クラブ事業 

放課後の児童を対象に小学校敷地内で家庭に代わる安全な生活の場を確

保し、児童の健全な育成を図るとともに、施設の整備や効率的で質の高い

サービス提供により、保護者の仕事と子育ての両立を支援します。 

 

 

地域全体で子どもの健全な育成を推進するために、家庭ではできない貴重な体験やふれあいの場

をつくることを通じて地域の協力者との連携を促進するとともに、児童館における集団での遊びの

なかで子どもたちの協調性等を育むなど、地域における様々な体験・交流の視点をもった事業の充

実を図ります。 

主な取組・事業 内容 

地域学校協働推進事業 

【再掲】 

地域と学校が連携し、地域全体で子どもたちの成長を支える地域学校協

働活動を推進します。放課後や週末に小学校の特別教室や体育館などでス

ポーツ・文化活動などの体験・交流機会を提供する「すくすく教室」、中学

校で放課後学習、生徒の個別支援、部活動、図書室開室などを支援する「地

域で支える中学校教育支援事業」など、地域住民が学校と協働して行う取

組を推進します。ボランティアについて、効果的な募集と事業とのマッチ

ングを進めます。 

児童館子どもの居場所づくり事業 

(子どもの遊び場等) 

児童館が子どもたちにとって快適な居場所となるよう、児童館事業の充

実と、より安全な環境となるよう施設整備を進め、利用ニーズに沿った運

営を行います。 

 

  

施策の方向性 

① 放課後児童対策の充実 

② 体験・交流の場の充実 
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第５章 計画の推進に向けて 
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１ 計画の周知と情報の発信 

本計画の基本理念、目指す人間像の実現のためには、市民の理解と協力が不可欠です。そのため、

今後１０年間の本市教育が目指すべき方向性とその施策について、ホームページ等さまざまな媒体

を活用し、市民へわかりやすい説明と情報提供に努め、計画内容の周知を図ります。 

 

 

２ 計画の推進と点検評価 

本計画は、本市の教育の振興のための施策に関する基本的な計画です。 

このため、施策に連なる「主な取組・事業」については、実施計画において年次的な目標「目標

指標」を設け、これに基づき進めていきます。 

そして、「目標指標」に対する結果と施策に関連する統計の数値「評価指標」の推移を評価し、客

観的な根拠(エビデンス)に基づく政策立案(EBPM)と、より効率的・効果的な施策のマネジメントを

行う PDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルに基づく見直しにより、計画の推進を図ります。 

また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、各教育委員会は所管する事務の管理

及び執行の状況について点検・評価※を行い、その結果を議会に報告し、広く一般に公表することと

されています。この「教育委員会の事務の点検・評価」を通じて、本計画の進捗状況について毎年

度点検を行い、市民に対する説明責任を果たしていきます。 

基本目標 

長
岡
京
市
第
２
期
教
育
振
興
基
本
計
画 

基本理念・目指す人間像 

評
価
指
標 

（
関
連
す
る
統
計
数
値
） 

基本施策 

施策の方向性 

主な取組・事業 主な取組・事業 

目
標
指
標 

(

年
次
目
標) 

実
施
計
画 

(

毎
年
見
直
し) 

・客観的な根拠に基づく政策立案を

行う EBPM 

・PDCAサイクルに基づく見直し 

結果 

参考 

実現したい 
学びの姿(目標) 

進捗状況の点検評価と 

見直しの仕組み 

(教育委員会事務の点検・評価) 

(注)感染症、自然災害など不測の事態が生じた際においても学びを継続するため、これを踏まえた観点での事業
展開や実施手法を検討し、実施計画を見直すことで、計画の推進を図ります。 
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資料編 
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１ 用語解説 

※アルファベット順 

AET(英語指導助手)【P15,18】 

英語を母国語とする英語指導助手(AET(Assistant English Teacherの略))のことをいう。本

市では、日本人の外国語活動指導員とともに、外国語活動や外国語(英語)科の授業時間及び全教

育活動を行うことで、英語教育を推進している。 

    

GIGAスクール構想【P10】 

Society 5.0 時代に生きる子どもたちの未来を見据え、ICT 環境の自治体間格差をなくし、全

国一律で児童生徒向けの１人１台学習用端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備

する構想。GIGA は、Global and Innovation Gateway for All の略。 

 

ICT【P11,18,19,30,31,38,42,43,46,47,48,49,50,62】 

情報通信技術(Information and Communication Technologyの略)。情報処理及び情報通信、パ

ソコンやネットワーク関連の諸分野における技術・産業・設備・サービスなどの総称。 

 

SDGs(持続可能な開発目標)【P7,30,31,46,47】 

平成２７年(２０１５年)９月の国連サミットで採択された国際社会全体の持続可能な開発の

ための国際目標(SDGs(Sustainable Development Goals の略))のこと。 

 

SNS【P7,60,65】 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス(Social Networking Service)の略で、人と人とのつ

ながりを支援するインターネット上のサービス。 

 

Society5.0（超スマート社会）【P7,10,31】 

狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く新たな社会のことで、IoT*やビッグデータ*、

人工知能(AI)等をはじめとする技術革新により、人間中心の社会として今まで困難だった課題の

解決やより個別に細やかな対応が可能となる社会のこと。 

 

IoT：モノのインターネット(Internet of Things の略)のこと。従来のパソコンやスマートフォンなどの通

信機器だけでなく、世の中に存在するさまざまなモノにインターネット通信機能をもたせることによ

って、インターネット経由で情報のやりとりを行い、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。 

 

ビッグデータ：ボリュームが膨大でかつ構造が複雑であるが、そのデータ間の関係性などを分析することで

新たな価値を生み出す可能性のあるデータ群のこと。例えば、ソーシャルメディア内のテキ

ストデータ・画像、携帯電話・スマートフォンが発信する位置情報などがある。 
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※５０音順 

【あ行】 

『アゼリアひろば(適応指導教室)』【P18,45】 

不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善等

のため相談・適応指導を行う教室 

 

生きる力【P2,11,15,26,28,29,30,37】 

予測困難な社会の変化に主体的にかかわり、感性を豊かに働かせながら、どのような未来を創

っていくのか、どのように社会や人生をよりよいものにしていくのかという目的を自ら考え、自

らの可能性を発揮し、よりよい社会と幸福な人生の創り手となる力のこと。 

 

いじめ【P7,17,41,44,45,65】 

児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的

関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて

行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じている

もの。(いじめ防止対策基本法 平成２５年度) 

 

いじめ等対策指導員【P17,45】 

いじめや虐待、不登校等の状況について実態把握を行い、学校を巡回するとともに、関係機関

と連絡調整し、指導に当たる。 

 

インクルーシブ教育【P45】 

障がいのある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、地域社会の一員として、豊かに

生きることができるように、障がいのある者と障がいのない者が共に学ぶこと。インクルーシブ

教育システムは、その仕組みのこと。 

 

ウェルビーイング【P6,9,54,61】 

身体的・精神的・社会的に良い状態にあること。短期的な幸福のみならず、生きがいや人生

の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。 

 

【か行】 

学習指導要領【P2,9,37,48】 

学校教育法施行規則で規定されている学校教育における教育の内容及び方法について、国が定

める教育課程の大綱的基準。 

 

学力向上サポーター【P17】 

各中学校に配置し、授業支援や放課後等の補習学習の支援、別室登校生徒への学習支援等を行

い、生徒の基礎学力の底上げや学習意欲の向上を図る。 
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学校図書館司書（小・中学校）【P15,21,38,58】 

学校図書館の環境整備、図書資料の分類・整理、図書選定、読書案内などを行い、子どもの読

書活動の活性化を図る司書の資格を有した職員。 

 

カリキュラムマネジメント【P9,38】 

子どもや地域の実態を踏まえて各学校が設定する学校教育目標を実現するために、学習指導要

領に基づき教育課程(カリキュラム)を編成し、それを実施・評価し、改善を図る一連のサイクル

を計画的・組織的に推進していくこと。 

 

キャリア教育【P18,35,46,47】 

子どもたちが将来、社会的•職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らし

い生き方を実現するために必要な基盤となる能力や態度を育む教育。 

 

教育課程（カリキュラム）【P9,37,52】 

教育基本法及び学校教育法その他の法令並びに学習指導要領の示すところに従い、学校教育の

目的や目標を達成するために、地域や学校の実態及び子どもの心身の発達の段階に応じて指導内

容と指導時間数を総合的にまとめた学校の教育計画。 

 

教育相談【P18,23,45】 

いじめや不登校、発達の課題や問題行動等、様々な悩みを抱える児童生徒や保護者に対して、

個別的に行う相談のこと。学校内での相談は、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー*が担う。また、本市では、学校外において教育支援センターに専門職員(臨床心理士や特別

支援教育士等)を配置し、相談体制を整備している。 

 

スクール ソーシャルワーカー：社会福祉士、精神保健福祉士等の資格をもち、小・中学校の不登校やいじめ対策

として、福祉の専門的な立場から、学校訪問や家庭訪問を行うなど学校と保護者の

関係を調整したり、関係機関と連携を図ったりして子どもの環境改善を支援する。 

 

校務支援システム【P50】 

学校運営に必要な業務(公簿作成、出欠管理、成績管理、時数管理など)を効率的に処理できる

機能を有しているシステム。 

 

個別の教育支援計画【P17,45】 

障がいのある子ども一人ひとりのニーズを正確に把握し、教育の視点から適切に対応していく

という考えのもと、長期的な視点で幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な教育的支

援を行うことを目的とする計画。 

 

コミュニティ･スクール【P52】 

学校運営協議会制度により、学校と保護者や地域住民が協働しながら子どもたちの豊かな成長

を支え地域とともにある学校づくりをすすめる法律に基づく仕組み。 
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【さ行】 

就学前教育【P39】 

保育所・幼稚園・認定こども園などにおいて提供される就学以前の教育・保育。 

 

就学相談【P17,45】 

特別な支援が必要な子どもたちの就学に関する相談を行うこと。教育や医療、心理等の専門家

が、保護者との面接や子どもたちの行動観察を行ったうえで、障がいの種類や発達の状況に応じ、

能力や可能性を最大限に伸ばすことに最も適した学びの場について検討し、一人一人に合った就

学先・教育の場の情報を保護者に伝える。 

 

主体的・対話的で深い学び【P2,9,15,37,38】 

学習指導要領に位置付けられている、児童生徒に必要な資質・能力を育むために、学びの質に

着目し、授業改善の取組を活性化していく視点。 

 

生涯学習社会【P54,60】 

豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所におい

て学習することができ、その成果を適切に生かすことができる社会。 

 

情報リテラシー【P7】 

情報及び情報手段を主体的に選択して活用していくための知識や能力。 

 

食育【P16,17,35,42,43】 

食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができるための教育。 

 

人生 100年時代【P7,29,53,54,60】 

健康志向の高まりや医療体制の充実等により、平均寿命が延び、１００歳まで生きることがで

きる時代。 

 

新体力テスト【P42】 

国民の体力・運動能力を調査するために、文部科学省が平成１１年度から実施している「体力・

運動能力調査」のこと。握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、２０ｍシャトルラン(持久

走)、５０ｍ走、立ち幅とび、ソフト(ハンド)ボール投げの８種目を行う。 

類似した全国的なスポーツテストとして他に、全国体力・運動能力・運動習慣等調査がある。

これは、地域の子どもの体力や運動習慣、生活習慣、食習慣等を把握し、学校における体育•健康

に関する指導などの改善に役立てることを目的として、スポーツ庁が平成２０年度から小学校５

年生と中学校２年生を対象に実施している調査である。 
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スクールカウンセラー【P17,44,45】 

臨床心理士等の資格をもち、小・中学校に配置され、児童・生徒のカウンセリング及びそれら

に関する教職員や保護者への助言や援助等の職務を行う。 

 

スクールロイヤー【P45,50】 

子どもの最善の利益、安心・安全の学校環境づくりを目的として、学校で発生するさまざまな

問題に関し、中立的な立場から、学校に対し法律上適切な対応についての指導助言などを行う弁

護士のこと。 

 

生成 AI【P2,46,47,50】 

文章、画像、プログラム等を生成できる AI モデルにもとづく AIの総称を指す。 

 

全国学力・学習状況調査【P37】 

全国的な義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、各地域における子どもの学

力・学習状況を把握・分析することにより、教育及び教育施策の成果と課題を検証し、その改善

を図ることを目的として文部科学省が平成 19 年度から小学校６年生と中学校３年生を対象に実

施している全国調査。 

 

総合型地域スポーツクラブ【P22,62】 

スポーツを核とした豊かな地域コミュニティを創造し、生涯にわたって誰もが身近な地域でス

ポーツに親しめる環境を整えるために設立された新しいタイプのスポーツクラブで、子どもから

高齢者まで、それぞれの志向やレベルにあわせて、多様な種目の活動ができるという特徴を持っ

ている。地域住民により自主的・主体的に運営されている。 

 

【た行】 

確かな学力【P29,37】 

知識や技能だけでなく、学ぶ意欲や、自分で課題を見つけ、自ら学び、主体的に判断し、行動

し、よりよく問題を解決する資質や能力等までを含めたもの。 

 

地域学校協働活動【P10,65,67】 

幅広く地域住民などの参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えながら、地域と

学校が連携・協働して行うさまざまな活動。 

 

地域コーディネーター【P23】 

地域学校協働活動を進めるために、地域住民などと学校関係者との連絡・調整を担う人材。 

 

通級指導教室【P44,45】 

小中学校の通常の学級に在籍している特別支援を要する児童生徒に対して、各教科などの指導

を通常の学級で行いながら、障がいによる困難の改善・克服のために別の教室で行う指導形態。 
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点検・評価【P69】 

教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等のことで、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律において、教育委員会は、教育行政事務の管理執行状況について、自己点検及

び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出し、公表しなければならないと定められて

いる。 

 

特別支援教育【P17,45】 

平成１９年４月から特別支援教育が学校教育法に位置付けられ、すべての学校において障がい

のある子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学友上の困難を改

善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う教育。教育上特別な支援を必要とする子

どものために、小中学校に置かれる学級は、特別支援学級という。 

 

特別支援コーディネーター【P17,45】 

学校における特別支援教育の推進のため、校内の教員から選出し、主に校内委員会、校内研究

の企画・運営、関係機関等との連絡・調整、保護者からの相談の窓口など、学校におけるコーデ

ィネーター的な役割を担う者。 

 

【な行】 

『ながおかきょう”リンク・ブック”(長岡京市支援ファイル)』【P45】 

乳幼児期から成人期までの健やかな成長を、切れ目なく、総合的に必要な支援ができることを

目的に、 子どもの時からの出来事や診断歴や発達の記録、個別の支援計画などを綴るもの。 

 

【は行】 

不登校【P2,18,44,45,65】 

長期欠席者(年間３０日以上の欠席者)のうち、「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社

会的要因・背景により、子どもが登校しないあるいはしたくともできない状況」にあること。た

だし、病気や経済的な理由による者を除く。 

 

プログラミング教育【P18,47】 

子どもたちに、コンピューターに意図した処理を行うように指示することができるということ

を体験させながら、将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力と

しての「プログラミング的思考」などを育成するもの。 

 

【ま行】 

学びの連続性【P39】 

幼児期の教育と小学校教育、家庭教育をつなぐ仕組み。 
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２ 長岡京市における教育文化施設の立地状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇各小学校に放課後児童クラブ施設あり 

〇小規模保育施設を除く 

No 名称 No 名称 No 名称 

１ 開田保育所(神足小学校と複合施設) ２３ 神足小学校(開田保育所と複合施設) ４２ 長岡京市役所(長岡京市教育委員会) 

２ 滝ノ町保育所 ２４ 長法寺小学校 

４３ 

教育支援センター 

３ 新田保育所(長岡第六小学校と複合施設) ２５ 長岡第三小学校 教育・福祉連携拠点 らしっく 

４ 深田保育所 ２６ 長岡第四小学校 男女共同参画センター 

５ ゆりかご保育園 ２７ 長岡第五小学校 中央生涯学習センター 

６ きりしま保育園 ２８ 長岡第六小学校(新田保育所と複合施設) 生涯学習団体交流室 

７ きらら保育園 ２９ 長岡第七小学校 ４４ 北開田児童館 

８ 西山井ノ内保育園 ３０ 長岡第八小学校 

４５ 

中央公民館 

９ ひまわり保育園 ３１ 長岡第九小学校 図書館 

１０ さくらんぼ保育園 ３２ 長岡第十小学校 京都府長岡京記念文化会館 

１１ 長岡京コペル保育園 ３３ 長岡中学校 ４６ 多世代交流ふれあいセンター 

１２ こうたり保育園 ３４ 長岡第二中学校 ４７ 西山公園体育館 

１３ 西山竹の台保育園 ３５ 長岡第三中学校 ４８ スポーツセンター 

１４ 長岡京にじいろキッズ保育園 ３６ 長岡第四中学校 ４９ 府立洛西浄化センター公園 

１５ 海印寺こども園 ３７ 府立向日が丘支援学校 ５０ 埋蔵文化財調査センター 

１６ 今里こども園 ３８ 府立乙訓高等学校 ５１ 京都職業能力開発促進センター 

１７ 友岡こども園 ３９ 府立西乙訓高等学校 

 

１８ あかね幼稚園 ４０ 立命館中学校・高等学校 

１９ むらさき幼稚園 ４１ 京都西山短期大学 

２０ めぐみ幼稚園 

 ２１ 長岡カトリック幼稚園 

２２ 一里塚幼稚園 
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３ 統計データからみる長岡京市の現状 

令和元年度の統計データについては、新型コロナウイルス感染症の影響により、施設の利用者数

や稼働率など、例年と異なる傾向がみられるものがあります。 

（１）人口・世帯等の状況 

① 総人口の推移 

多少の増減はありますが、令和６年では82,258人と増加傾向にあります。 

図表１ 総人口の推移 

(人) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：昭和55年～平成27年は国勢調査(各年10月1日)、 

平成28年以降は住民基本台帳(各年4月1日) 

 

② 総世帯数の推移 

平成２年以降年々増加し、令和６年では37,945世帯と伸びが顕著となっています。 

図表２ 総世帯数の推移 

(世帯) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：昭和60年～平成27年は国勢調査(各年10月1日)、 

平成28年以降は住民基本台帳(外国人登録含む)(各年4月1日) 

77,191 78,697 77,846 78,335 79,844 80,090 80,491 80,827 81,073 81,137 81,086 81,073 81,507 81,948 82,258 

0

30,000

60,000

90,000

平成

2年

平成

7年

平成

12年

平成

17年

平成

22年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

30年

平成

31年

令和

2年

令和

3年

令和

4年

令和

5年

令和

6年

26,046 27,967 
29,126 30,334 

31,514 32,491 
35,332 35,689 35,985 36,246 36,409 36,586 36,888 37,470 

37,945 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成

2年

平成

7年

平成

12年

平成

17年

平成

22年

平成

27年

平成

28年

平成

29年

平成

30年

平成

31年

令和

2年

令和

3年

令和

4年

令和

5年

令和

6年



79 

③ 一般世帯の種類別世帯数 

一般世帯数の増加とともに、単独世帯、核家族世帯のうち「夫婦のみ」と「ひとり親と子ど

も」が年々増加しています。 

図表３ 世帯の種類別世帯数         単位：世帯 

年度 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年 

一般世帯 25,943 27,946 29,093 29,420 31,486 32,449 33,687 

核家族 

世帯 

夫婦のみ 3,788 4,814 5,906 6,585 7,147 7,454 7,662 

夫婦と子ども 11,841 11,758 11,325 10,937 11,021 11,221 11,184 

ひとり親と子ども 1,631 1,901 2,065 2,278 2,578 2,850 3,041 

計 17,260 18,473 19,296 19,800 20,746 21,525 21,887 

単独世帯 5,938 6,879 7,404 7,317 8,284 9,058 10,283 

その他世帯 2,745 2,594 2,393 2,303 2,456 1,866 1,517 

※②の総世帯は学校の寮や社会施設、病院などにいる世帯も含むすべての世帯。    資料：国勢調査(各年10月1日) 

 一般世帯はそれらを除く世帯を指す。 

 

④ 年齢３区分人口構成の推移 

令和３年度までは１５歳から６４歳までの生産年齢人口が減少していましたが、令和４年か

らは増加し令和６年では１５歳未満が11,056人、１５～６４歳が49,381人、６５歳以上が

21,821人となっています。 

図表４ 年齢３区分人口構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：昭和55年～平成27年は国勢調査(各年10月1日)、 

平成28年以降は住民基本台帳(各年4月1日) 
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2,103 2,104 2,159 2,139 2,113 2,043 1,965 1,911 1,994 1,982 1,964 

2,265 2,274 2,219 2,227 2,247 2,294 2,236 2,197 2,166 2,140 2,095 

2,332 2,332 2,329 2,308 2,319 2,296 2,323 2,315 2,365 2,311 2,291 
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⑤ 児童人口の推移 

平成３１年までは9,000人台で推移していましたが、令和６年では8,685人で平成２６年と比

較すると、０～２歳が減少しています。 

図表５ 児童人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳(外国人登録含む)(各年4月1日現在) 
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（２）学校等の状況 

① 認可保育所（園）の状況 

令和６年度では公立保育所が４園、民間保育園が８園、児童数が 844 人となっています。 

図表６ 認可保育所（園）の状況 

年度 
平成 
27年 

平成 
28年 

平成 
29年 

平成 
30年 

平成 
31年 

令和 
2年 

令和 
3年 

令和 
4年 

令和 
5年 

令和 
6年 

公立保育所数 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

民間保育園数(注) 6 5 5 6 6 7 8 8 8 8 

児童数（2号） 1,534 772 819 793 726 751 746 801 828 844 

 

３歳児 307 266 278 276 240 251 248 298 273 277 

４歳児 291 266 276 270 252 246 244 258 289 275 

５歳児 287 240 265 247 234 254 254 245 266 292 

資料：長岡京市調べ(各年4月1日現在) 

（注）小規模保育施設を除く。 

 

② 幼保連携型認定こども園の状況 

令和６年度では幼保連携型認定こども園が３園、児童数が365人となっています。また、民間

保育園が認定こども園に移行したこともあり、保育(２号)認定の児童の合計が、平成２９年度

と比較すると令和２年度では約３倍に増加しています。 

図表７ 幼保連携型認定こども園の状況 

年度 
平成 
28年 

平成 
29年 

平成 
30年 

令和 
元年 

令和 
2年 

令和 
3年 

令和 
4年 

令和 
5年 

令和 
6年 

幼保連携型認定こども園数 1 1 2 3 3 3 3 3 3 

児童数(1号、2号) 136 129 223 336 335 341 355 358 365 

教育標準時間 

(1号)認定 

３歳児 7 5 8 7 10 10 5 9 11 

４歳児 4 5 6 10 4 8 10 7 10 

５歳児 1 4 4 6 11 4 10 11 7 

合計 12 14 18 23 25 22 25 27 28 

保育(2号)認定 

３歳児 37 30 65 105 100 105 115 109 107 

４歳児 43 40 66 100 108 106 107 118 112 

５歳児 44 45 74 108 102 108 108 104 118 

合計 124 115 205 313 310 319 330 331 337 

資料：長岡京市調べ(各年4月1日現在) 
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③ 私立幼稚園の状況 

令和６年度では私立幼稚園５園で、児童数が933人となっています。幼稚園数に変動はありま

せんが、児童数は減少傾向にあります。 

図表８ 私立幼稚園の状況 

年度 
平成
27年 

平成
28年 

平成
29年 

平成
30年 

令和
元年 

令和 
2年 

令和 
3年 

令和 
4年 

令和 
5年 

令和 
6年 

私立幼稚園数(園) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

児童数 1,379 1,286 1,280 1,232 1,274 1,207 1,201 1,095 1,001 933 

３歳児 434 382 429 399 430 397 385 328 320 302 

４歳児 447 450 389 440 395 415 394 374 311 319 

５歳児 498 454 462 393 449 395 422 393 370 312 

資料：学校基本調査(各年5月1日現在) 

 

④ 小学校・中学校の児童・生徒・教職員数の推移 

令和７年度では小学校の児童数が 4,472人、中学校の生徒数が 2,071 人となっています。 

図表９ 小学校・中学校の児童・生徒・教職員数の推移 

年度 
令和 
元年 

令和 
2年 

令和 
3年 

令和 
4年 

令和 
5年 

令和 
6年 

令和 
7年 

小
学
校 

学校数 10 10 10 10 10 10 10 

学級数 187 190 196 198 200 200 199 

児童数(人) 4,579 4,587 4,564 4,582 4,530 4,493 4,472 

１学級当たり 
平均児童数(人) 24 24 23 23 23 22 22 

教職員数(人） 273 265 277 309 286 288 296 

中
学
校 

学校数 4 4 4 4 4 4 4 

学級数 71 75 73 75 75 78 76 

生徒数(人） 2,076 2,134 2,146 2,128 2,111 2,094 2,071 

１学級当たり 
平均生徒数(人) 29 28 29 28 28 27 27 

教職員数人） 143 148 148 164 153 161 161 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」（各年5月1日現在） 
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⑤ 年度別学校別 児童・生徒数の推移 

小学校・中学校ともにほぼ横ばいで推移しており、令和７年では小学校が 4,472人、中学校

が 2,071人となっています。 

図表１０ 年度別学校別 児童・生徒数の推移 

年度 
平成 
28年 

平成 
29年 

平成 
30年 

令和 
元年 

令和 
2年 

令和 
3年 

令和 
4年 

令和 
5年 

令和 
6年 

令和 
7年 

小
学
校 

神 足 483 462 460 465 450 449 441 424 389 388 

長 法 寺 353 374 372 379 370 354 356 352 372 378 

長岡第三 386 383 397 401 404 421 424 418 404 385 

長岡第四 360 362 344 343 351 362 364 358 376 374 

長岡第五 974 972 958 952 920 899 906 905 925 927 

長岡第六 258 268 281 277 298 297 298 291 275 296 

長岡第七 462 492 503 492 480 459 417 399 363 351 

長岡第八 547 548 561 539 539 559 560 564 529 521 

長岡第九 379 396 406 425 442 441 504 519 555 565 

長岡第十 316 317 307 306 333 323 312 300 305 287 

計 4,518 4,574 4,589 4,579 4,587 4,564 4,582 4,530 4,493 4,472 

中
学
校 

長 岡 528 546 539 531 545 540 547 551 547 535 

長岡第二 464 427 440 457 499 538 574 558 545 509 

長岡第三 682 669 654 637 627 612 582 582 602 613 

長岡第四 396 423 431 451 463 456 425 420 400 414 

計 2,070 2,065 2,064 2,076 2,134 2,146 2,128 2,111 2,094 2,071 

総人口 80,555 80,999 81,177 81,218 81,051 81,065 81,576 82,090 82,373 82,144 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」(各年5月1日現在) 
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⑥ 小・中学校学年別 児童・生徒数及び学級数 

令和７年度では小学校が 199学級、中学校が 76学級となっています。 

図表１１ 小・中学校学年別 児童・生徒数及び学級数 

学年 

学校 
１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 

特別支援

学級 
計 

小
学
校 

神 足 
児童数 59 55 55 62 75 61 21 388 

学級数 2 2 2 2 ※3 2 4 17 

長 法 寺 
児童数 62 71 57 62 52 58 16 378 

学級数 2 3 2 2 2 2 3 16 

長岡第三 
児童数 49 57 48 65 76 61 29 385 

学級数 2 2 2 2 ※3 2 6 19 

長岡第四 
児童数 62 58 59 58 48 65 24 374 

学級数 2 2 2 2 2 2 6 18 

長岡第五 
児童数 159 163 146 151 146 130 32 927 

学級数 5 5 ※5 ※5 ※5 ※5 6 36 

長岡第六 
児童数 54 35 51 46 40 51 19 296 

学級数 2 1 2 2 2 2 4 15 

長岡第七 
児童数 51 39 54 59 66 63 19 351 

学級数 2 2 2 2 2 2 4 16 

長岡第八 
児童数 67 68 98 70 91 85 42 521 

学級数 2 2 3 ※3 3 3 8 24 

長岡第九 
児童数 89 108 90 93 80 83 22 565 

学級数 3 4 3 3 ※3 3 5 24 

長岡第十 
児童数 34 46 43 43 43 62 16 287 

学級数 1 2 2 2 2 2 3 14 

計 
児童数 686 700 701 709 717 719 240 4,472 

学級数 23 25 25 25 27 25 49 199 

※少人数学級      資料：教育委員会「長岡京市の教育」(令和7年5月1日現在) 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」(令和7年5月1日現在) 

学年 

学校 
１年生 ２年生 ３年生 

特別支援

学級 
計 

中
学
校 

長 岡 
生徒数 154 187 170 24 535 

学級数 4 5 5 4 18 

長岡第二 
生徒数 151 175 148 35 509 

学級数 4 5 4 8 21 

長岡第三 
生徒数 186 205 190 32 613 

学級数 5 6 5 7 23 

長岡第四 
生徒数 147 125 133 9 414 

学級数 4 4 4 2 14 

計 
生徒数 638 692 641 100 2,071 

学級数 17 20 18 21 76 
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⑦ 児童・生徒数の予測 

児童・生徒数の予測をみると、全体の総合計数は減少すると見込まれます。 

図表１２ 年度別児童・生徒数の予測（注） 

小学校           （注）各校区の開発動向を踏まえた予測ではありません。 

年度 神足 長法寺 
長岡 
第三 

長岡 
第四 

長岡 
第五 

長岡 
第六 

長岡 
第七 

長岡 
第八 

長岡 
第九 

長岡 
第十 

計 

令 和 8 年 385 377 377 367 961 297 325 497 584 267 4,437 

令 和 9 年 367 382 346 370 978 316 291 450 598 256 4,354 

令 和 1 0 年 377 377 329 375 984 339 263 423 646 248 4,361 

令 和 1 1 年 374 370 317 358 977 358 240 371 653 238 4,256 

令 和 1 2 年 385 344 304 354 923 376 232 341 660 218 4,137 

令 和 1 3 年 394 331 288 344 878 378 203 320 674 216 4,026 

中学校                                総合計 

年度 長岡 
長岡 
第二 

長岡 
第三 

長岡 
第四 

計  年度 小学校 中学校 計 

令 和 8 年 543 557 660 411 2,171  令 和 8 年 4,437 2,171 6,608 

令 和 9 年 505 528 635 425 2,093  令 和 9 年 4,354 2,093 6,447 

令 和 1 0 年 488 495 620 424 2,027  令 和 1 0 年 4,361 2,027 6,388 

令 和 1 1 年 439 402 582 437 1,860  令 和 1 1 年 4,256 1,860 6,116 

令 和 1 2 年 429 369 579 470 1,847  令 和 1 2 年 4,137 1,847 5,984 

令 和 1 3 年 444 349 560 485 1,838  令 和 1 3 年 4,026 1,838 5,864 

資料：教育委員会調べ(令和7年5月1日現在) 

⑧ 長期欠席・不登校の状況 

小学校・中学校ともに増減を繰り返し、令和６年度では小学校が66人、中学校が120人となっ

ています。 

図表１３ 長期欠席・不登校の状況        単位：人 

年度 
平成 

27年度 
平成 

28年度 
平成 

29年度 
平成 

30年度 
令和 

元年度 
令和 
2年度 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

令和 
6年度 

小学校 9 14 22 18 21 27 42 65 59 66 

中学校 50 67 64 70 60 67 90 110 117 120 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 

⑨ いじめの状況 

令和６年度では小学校が 1,445人、中学校が 158 人となっています。 

図表１４ いじめの状況          単位：人 

年度 
 

平成 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 

令和 

6年度 

小学校 1,481 1,461 1,290 1,577 1,461 1,127 1,341 1,328 1,307 1,445 

中学校 163 154 124 132 121 75 108 125 211 158 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 
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⑩ 教育支援センターによる教育相談件数「実件数」 

令和６年度では教育相談が109件と増加傾向にあります。 

図表１５ 教育支援センターによる教育相談件数「実件数」 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 

 

⑪ 教育支援センターによる電話相談 

令和６年度では教育相談が 678件、就学相談が 763 件と増加傾向にあります。 

図表１６ 教育支援センターによる電話相談      （延べ件数） 

月別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

令和 
元年度 

教育相談 39 42 43 46 35 26 54 46 40 29 46 25 471 

就学相談 41 43 30 31 25 14 37 28 24 32 19 21 345 

令和 
2年度 

教育相談 45 40 44 34 23 56 33 43 36 25 37 44 460 

就学相談 24 27 37 28 26 35 37 24 39 24 37 38 376 

令和 
3年度 

教育相談 37 47 67 50 21 49 35 51 39 31 39 49 515 

就学相談 40 41 51 36 37 29 42 21 49 37 32 32 447 

令和 
4年度 

教育相談 38 44 45 42 23 64 46 34 54 36 56 62 544 

就学相談 46 38 52 35 33 34 42 22 45 28 21 50 446 

令和 
5年度 

教育相談 60 55 63 50 48 62 74 57 55 37 50 59 670 

就学相談 48 52 55 57 38 54 46 41 49 47 37 31 555 

令和 
6年度 

教育相談 53 77 74 53 39 61 65 58 54 50 50 44 678 

就学相談 55 68 45 58 53 67 81 69 65 82 60 60 763 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 

主訴内容 

 

年度 

教育相談 就学相談 

不登校 

心身の 

健康に 

ついて 

発達に 

ついて 

学校生活

について 

家庭生活

について 
その他 計 発達検査 

面談・ 

相談等 

令和 
元年度 

46 8 11 7 12 0 84 101 146 

令和 
2年度 

48 9 9 8 17 0 91 104 155 

令和 
3年度 

64 11 10 9 11 0 100 117 165 

令和 
4年度 

79 8 9 3 13 2 114 113 181 

令和 
5年度 

69 9 12 5 10 2 107 126 269 

令和 
6年度 

64 12 13 6 12 2 109 119 231 



87 

（３）社会教育の状況 

① 図書館の各種指標(令和６年度) 

図書館の各種指標については、令和６年度では登録者数が 25,862 人(うち市外 582 人)、貸

出冊数が 409,006 冊となっています。 

図表１７ 図書館の各種指標(令和６年度) 

登録者数（人） 25,862 （うち市外582人） 

職員数（人） 13 （うち嘱託職員5人） 

貸出冊数（冊） 409,006 （団体・相互貸借・学校貸出を除く） 

蔵書冊数（冊） 257,912 （雑誌を除く） 

年間購入冊数（冊） 5,024 （雑誌を除く） 

図書購入費（千円） 8,656 （雑誌を除く） 

図書館費（千円） 160,780  

予約件数（冊） 51,229  

蔵書冊数・年間購入冊数・図書購入費は、雑誌除く 

資料：図書館年報(長岡京市立図書館) 

 

（参考：令和5年度）        単位：冊、人 

  蔵書数 登録人数 貸出冊数 
登録者一人あたり 

の貸出冊数 

長岡京市 237,703 24,200 422,264 17.4  

京都府内市町村合計 4,302,355 576,060 5,898,778 10.2  

資料：令和5年京都府統計書(令和7年3月発行) 

※京都府立ならびに京都市の図書館を除く 
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② 図書館の貸出状況 

個人貸出冊数及び貸出者数の合計は、令和元年度と比較すると減少傾向にあります。 

図表１８ 図書館の貸出状況 

＜個人貸出冊数＞           単位：冊､日 

年度 一般書 児童書 雑誌 点字図書 合計 １日平均 開館日数 

令和元年度 207,460 180,178 21,292 76 409,006 1,561 262 

令和2年度 188,580 174,885 22,348 38 385,851 1,490 259 

令和3年度 212,060 221,955 23,290 27 457,332 1,616 283 

令和4年度 201,625 202,576 20,802 15 425,018 1,497 284 

令和5年度 199,120 203,321 19,816 7 422,264 1,487 284 

令和6年度 196,884 196,157 17,784 2 410,827 1,478 278 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 

 

＜貸出者数＞               単位：人､日 

年度 
成人 児童 

合計 １日平均 開館日数 
男 女 男 女 

令和元年度 50,403 75,294 17,581 20,372 163,650 625 262 

令和2年度 44,855 66,301 15,836 18,755 145,747 563 259 

令和3年度 48,748 75,787 20,081 22,270 166,886 590 283 

令和4年度 44,132 72,311 17,327 19,931 153,701 541 284 

令和5年度 115,763 35,219 150,982 532 284 

令和6年度 114,230 34,028 148,258 533 278 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 

※令和6年度版から男女別表記無 

  



89 

③ 中央生涯学習センターの利用状況 

生涯学習の拠点として、各種サークル活動、発表会、講演会、研修などに中央生涯学習セン

ター(長岡京市立総合交流センター内)が活用されています。施設の種類によって異なりますが、

令和２年度と比べると、それぞれの稼働時間率※は増加しています。 

(※稼働時間率とは、提供時間に占める稼働時間の割合) 

図表１９ 中央生涯学習センターのホール・    図表２０ 中央生涯学習センターの会議室等 

  スタジオ等年度別稼働時間率の推移   年度別稼働時間率の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 

 

図表２１ 中央生涯学習センターの年度別全施設平均稼働時間率の推移 

年度 
全施設平均 

稼働時間率（％） 
開館日数（日） 

令和元年度 48.7 358 

令和2年度 26.8 357 

令和3年度 30.1 357 

令和4年度 40.9 357 

令和5年度 43.6 355 

令和6年度 46.2 357 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 

※稼働時間率＝使用時間数／使用可能時間数×100 

※令和2・3年度の使用可能時間数には新型コロナウイルスによる閉館日等を含みます。  
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和室 創作室１ 食工房
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④ 中央公民館の利用状況 

令和６年度の合計では件数が 3,644 件、人数が 62,767 人となっており、令和元年度と比較

すると１日平均件数が 0.3件増加、１日平均人数 49.86人減少しています。 

図表２２ 中央公民館の利用状況        (上段：件数、下段：人数) 

年度 
令和 

元年度 
令和 
2年度 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

令和 
6年度 

開館日数 298  256 245 305 294 287 

レクリエーション室 
665  451 465 686 665 605 

13,071  6,409 6,697 10,037 12,077 11,969 

料理室 
143  50 27 97 109 94 

3,813  1,089 498 1,547 2,293 1,708 

実習室 
495  269 295 453 477 532 

7,013  2,182 2,325 3,738 4,967 5,227 

講座室 
374  331 346 456 432 461 

14,328  5,730 5,297 9,899 12,673 12,347 

学習室１ 
508  294 315 483 469 453 

7,923  2,354 2,598 5,381 6,076 5,168 

学習室２ 
372  235 247 377 382 382 

7,693  2,590 2,967 5,303 7,522 6,306 

和室 
393  283 276 377 377 392 

5,400  2,402 2,304 3,492 4,040 4,326 

視聴覚室 
513  362 356 529 513 493 

14,670  4,865 5,059 9,894 13,044 10,375 

児童室 
217  172 175 214 245 215 

5,596  2,403 2,302 3,910 4,590 4,438 

焼成炉室 
15  12 14 16 14 17 

525  241 536 127 407 903 

合計 

件数 3,695  2,459 2,516 3,688 3.683 3,644 

人数 80,032  30,265 30,583 53,328 67,689 62,767 

一日平均件数 12.40  9.61 10.27 12.09 12.53 12.70 

一日平均人数 268.56  118.22 124.83 174.85 230.23 218.70 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 

⑤ 西山公園体育館の利用状況 
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令和６年度の延べ利用者数は 170,429 人となっており、新型コロナウイルスによる利用者数

減から回復傾向にあります。 

図表２３ 西山公園体育館の利用状況 

(上段：使用可能コマ数、中段：使用コマ数、下段：稼働率(％)（使用者数(延べ)） 

年度 
令和 

元年度 

令和 

2年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 

令和 

6年度 

開館日数 307 255 246 306 305 302 

大体育室 

2,452 1,996 1,858 2,434 2,174 2,416 

1,933 1,690 1,639 2,139 1,926 2,079 

78.8％ 
(87,681) 

78.8％ 
(43,092) 

88.2％ 
(39,760) 

87.9％ 
(56,505) 

88.6％ 
(55,733) 

86.1％ 
(83,728) 

小体育室 

2,452 2,026 1,904 2,438 2,216 2,419 

2,239 1,799 1,697 2,261 2,019 2,250 

91.3％ 
(50,439) 

88.8％ 
(24,604) 

89.1％ 
(22,976) 

92.7％ 
(29,253) 

91.1％ 
(42,021) 

93.0％ 
(50,705) 

武道場 

2,448 2,010 1,899 2,440 2,416 2,417 

1,817 1,377 1,401 1,974 1,824 1,713 

74.2％ 
(23,058) 

68.5％ 
(12,153) 

73.8％ 
(13,570) 

80.9％ 
(17,779) 

75.5％ 
(18,760) 

70.9％ 
(17,541) 

研修室 

1,222 983 951 1,219 1,213 1,208 

338 230 361 473 361 315 

27.7％ 
(7,831) 

23.4％ 
(2,650) 

38.0％ 
(3,310) 

38.8％ 
(3,934) 

29.8％ 
(5,594) 

26.1％ 
(4,654) 

談話室 

592 984 950 1219 1055 1200 

79 56 210 264 245 271 

13.3％ 
(554) 

5.7％ 
(179) 

22.1％ 
(954) 

21.7％ 
(1,026) 

23.2％ 
(2,258) 

22.6％ 
(1,445) 

トレーニング室利用者数

（延べ） 
11,608 6,177 5,466 9,161 10,848 12,356 

合計人数 181,171 88,855 86,036 117,658 135,214 170,429 

＊談話室は令和元年10月から使用開始     資料：教育委員会「長岡京市の教育」 
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⑥ スポーツセンターの利用状況 

令和元年度の延べ利用者数87,061人から令和６年度の延べ利用者数79,921人までの比較よ

り、年度間で一定の範囲内での増減を繰り返し、概ね横ばいの状況が続いています。 

図表２４ スポーツセンターの利用状況 

（上段：使用可能コマ数、中段：使用コマ数、下段：稼働率(％)（使用者数(延べ)） 

年度 
令和 

元年度 
令和 
2年度 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

令和 
6年度 

開館日数 348 294 280 348 349 348 

体育館 

2,764 2,303 2,156 2,745 2,306 2,762 

2,352 1,755 1,781 2,252 1,840 2,249 

85.1％ 

(42,191) 

76.2％ 

(30,048) 

82.6％ 

(30,795) 

82.0％ 

(27,703) 

79.8％ 

(23,993) 

81.4％ 

(29,218) 

グラウンド 

1,318 1,138 1,053 1,333 1,333 1,304 

786 774 713 985 914 889 

59.6％ 

(20,898) 

68.0％ 

(24,452) 

67.7％ 

(18,829) 

73.9％ 

(41,884) 

68.6％ 

(36,520) 

68.2％ 

(39,010) 

テニスコート 

2,659 2,246 2,113 2,157 2,654 2,680 

1,915 1,566 1,441 1,588 1,858 1,961 

72.0％ 

(23,972) 

68.7％ 

(17,060) 

68.2％ 

(17,997) 

73.6％ 

(9,517) 

70.0％ 

(11,115) 

73.2％ 

(11,693) 

合計人数 87,061 71,560 67,621 79,104 71,628 79,921 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 

⑦ スポーツ実施率 

市民スポーツ実施率については、平成３０年度と比較して増加傾向にあります。 

図表２５ スポーツ実施率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：長岡京市スポーツに関する市民意識調査 
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⑧ 京都府長岡京市記念文化会館の利用状況 

令和６年度の延べ利用者数は 79,252 人となっており、新型コロナウイルスによる利用者数

減から回復傾向にあります。 

図表２６ 京都府長岡京記念文化会館（ホール）の利用状況    単位：日、人 

年度 
令和 

元年度 
令和 
2年度 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

令和 
6年度 

開館日数 287日 288日 286日 286日 278日 278日 

使用率(使用者数(延べ)) 
54.4％ 

(83,298人) 

23.3％ 

(11,878人) 

40.9％ 

(35,883人) 

61.2％ 

(54,172人) 

64.4％ 

(72,028人) 

65.5％ 

(79,252人) 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 

 

⑨ 歴史文化施設の利用状況 

令和４年度以降、来館者数は概ね横ばいの状況が続いています。 

図表２７ 歴史文化施設の来館者数        単位：人 

年度 
令和 

元年度 
令和 
2年度 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

令和 
6年度 

埋蔵文化財調査センター 1,194 2,772 699 2,635 1,344 1,576 

神足ふれあい町家 16,454 8,247 7,143 10,306 10,945 12,681 

中山修一記念館 1,955 2,926 652 1,357 1,116 1,309 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 

 

⑩ 北開田児童館の利用状況 

令和６年度の利用者数は 13,964 人となっており、新型コロナウイルスによる利用者数減か

ら回復傾向にあります。 

図表２８ 北開田児童館の利用者数        単位：日、人 

年度 
令和 

元年度 
令和 
2年度 

令和 
3年度 

令和 
4年度 

令和 
5年度 

令和 
6年度 

開館日数 280 255 235 291 293 298 

利用者数 14,855 1,827 2,135 4,836 8,844 13,964 

利用者区分 

（人） 

乳幼児 2,553 60 156 384 927 1,319 

小学生 
（低学年） 

4,300 860 881 1,527 1,879 3,584 

小学校 
（高学年） 

5,306 569 709 1,705 3,874 6,135 

中学校 480 197 52 218 656 830 

高校生 25 21 8 26 35 36 

大人 2,191 120 329 976 1,473 2,060 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 
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⑪ すくすく教室実施状況 

令和６年度では、開催日数 405 日、開催プログラム数 919 人参加延べ人数 15,627 人となっ

ています。 

図表２９ すくすく教室実施状況         いずれも延べ人数 

年度  令和2年度 令和3年度※ 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

 

開
催
日
数 

開
催
プ
ロ
グ
ラ
ム
数 

参
加
児
童
数 

開
催
日
数 

開
催
プ
ロ
グ
ラ
ム
数 

参
加
児
童
数 

開
催
日
数 

開
催
プ
ロ
グ
ラ
ム
数 

参
加
児
童
数 

開
催
日
数 

開
催
プ
ロ
グ
ラ
ム
数 

参
加
児
童
数 

開
催
日
数 

開
催
プ
ロ
グ
ラ
ム
数 

参
加
児
童
数 

神足    5 5 125 57  64  1,571  44 60  1,849 42 70 1,435 

長法寺    - - - 37  29  283  48  67  897  65 106 1,384 

長三    - - - 29  29  721  35  35  976  34 35 977 

長四    8 8 130 32  54  1,076  33  88  1,551  32 91 1,635 

長五    - - - 3  3  113  25  70  1,074  28 67 1,628 

長六    2 4 49 18  50  877  22  63  1,130  27 81 1,170 

長七    - - - 33  99  1,698  59  118  2,323  52 110 2,454 

長八    - - - 3  3  39  10  17  164  16 23 288 

長九    17 19 620 47  63  1,391  64  75  1,289  66 86 1,789 

長十    - - - 39  196  1,759  39 243 2,484 43 250 2,867 

合計    32 36 924 298  590  9,528  379 836 13,737 405 919 15,627 

※令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、教室を実施した校区と中止した校区がありました。 

資料：教育委員会「長岡京市の教育」 
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４ 意見聴取結果からみる長岡京市の教育 

意見聴取実施の概要については、本編第１章「中間見直しの策定体制」（4P）に掲載し

ています。 

以下の意見聴取結果は Liqlid の AI 分析機能を利用しています。投稿内容から主なトピ

ックやテーマを自動的にクラスタリング・抽出します。１つの意見から複数項目抽出され

る場合があるため、グラフの件数は実際の投稿件数と異なります。 

（１）小学生対象 

論点一覧 

 
 

① 施設・建物 268件 

学校の施設・設備に関する意見として、冷水器（ウォーターサーバー）の設置や季節に応じ

た水道設備、更衣室の設置、校舎の清潔さ、教室内の机椅子の新調や黒板の改良など、快適で

機能的な環境への要望が挙げられました。 

 

② 遊び場・休み時間 180件 

休み時間を長くしたり自由に遊べる時間を増やしたりする要望や、屋外・室内の遊具や中庭

の整備、日陰スペースや芝生化など、遊びやくつろぎの場を充実させるための設備改善が求め

られました。 

 

③ 授業・学び方 180件 

宿題の量や内容の調整、楽しく学べる授業の工夫、ICT やタブレットの活用を通じて、学び

やすく充実した教育環境を求める意見が寄せられました。 

 

④ 時間割・登下校 172件 

授業時間や日数の柔軟な調整、選択科目の導入、自由な登校・下校スタイルなど、個人の生

活に合わせた学校環境の改善を求める意見が寄せられました。 

268

180

180

172

114

110

94

83

70

43

40

51

施設・建物

遊び場・休み時間

授業・学び方

時間割・登下校

校則・自由度

安全・安心・福祉

給食・食事

体育・運動施設

部活動・行事・交流

図書・学習習慣

生活利便性・保管

その他

あなたは、どんな学校に通いたいと思いますか？
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（２）中学生対象 

論点一覧 

 

 

①設備・施設 123件 

教室や校舎の補修、空調や備品の更新、安全対策、スポーツ設備や昼食環境の改善など、快

適で機能的な学習環境の整備を求める意見が寄せられました。 

特に、老朽化による、エアコンの効きの悪さや、窓・ドアの建付けの悪さについての意見が

最も多く寄せられました。 

 

②人間関係・校内文化 27件 

いじめ防止や多様性の尊重、公正な学校文化の実現、学年やグループを超えた交流を通じて、

安心して楽しく過ごせる人間関係や雰囲気づくりを求める意見が寄せられました。 

 

③学習環境 24件 

授業時間や休み時間、通学負担の軽減、授業と部活動のバランス調整、オンライン授業や ICT

活用への期待など、日々の生活リズムに合わせた時間割の調整を求める意見が寄せられました。 

 

④日常生活・時間割 20件 

学校行事や部活動を充実させるための指導者の増員、設備の整備、楽しいイベントの実施、

活動に支障のないスケジュールの調整などを求める意見が寄せられました。 

 

  

123

27

24

20

9

7

6

5

設備・施設

人間関係・校内文化

学習環境

日常生活・時間割

行事・部活動

運営・対応・予算分配

健康・安全

校則・生徒の自由

あなたは、どんな学校に通いたいと思いますか？
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５ 長岡京市教育振興基本計画審議会等 

（１）長岡京市教育振興基本計画審議会設置条例 

平成27年3月30日 
条例第2号 

（目的及び設置） 

第１条 教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第2項の規定に基づき本市における教育の振興のための施策に関す

る基本的な計画（以下「教育振興基本計画」という。）の策定（見直しを含む。以下同じ。）を行うに当た

り、幅広い意見を反映させるため、長岡京市教育振興基本計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項について検討、協議等を行う。 

(1) 教育振興基本計画の策定に関すること。 

(2) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員15人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 教育関係者 

(3) 市民 

(4) 市職員 

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者 

３ 委員の任期は、委嘱又は任命された日から教育振興基本計画の策定の完了の日までとし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 会長は、必要があるときは、委員以外の者に対し、審議会の会議に出席を求め意見若しくは説明を聴くこと又は必

要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年4月1日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会及び会長の職務を行う者がいない場合における審議会の招集並びに

会長が選出されるまでの間の審議会の主宰は、教育長が行う。 

（長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和39年長岡京市条例第15号）の一部を次のように

改正する。 

〔次のよう〕略 
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（２）長岡京市教育振興基本計画庁内策定委員会設置要綱 

 

 （目的及び設置） 

第１条 教育振興基本計画を策定するため、長岡京市教育振興基本計画庁内策定委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

 （職務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。 

教育振興基本計画 

その他教育振興基本計画の推進のため必要な事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。 

２ 委員長は教育主管部長を、副委員長は教育総務主管課長をもって充て、委員は、教育委員会事務局及び教育機関の

課長級以上の職員のうちから教育長が任命する。 

３ 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 教育委員会事務局の各課及び室並びに教育機関の庶務担当係長相当職にある者は、前条に規定する委員会の職務を

効率的に行うため、当該課及び室並びに当該教育機関の委員会に係る事務を行う。 

 （会議） 

第４条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席させ、意見を聴くことができる。 

 （庶務） 

第５条 委員会の庶務は、教育総務主管課が行う。 

 （その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１９年５月７日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年８月１９日から施行する。 
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（３）長岡京市教育振興基本計画審議会 委員名簿 

任期：令和７年５月２２日から令和８年３月３１日まで 

 氏名 区分役職名 備考 

学識経験者 

竺沙  知章 
京都教育大学 副学長 
大学院連合教職実践研究科 教授 

会長 

樋口 とみ子 
京都教育大学  
教職キャリア高度化センター 教授 

 

教育関係者 

西村 日出男 長岡京市地域学校協働本部 副会長 

島 袋  章 長岡京市社会教育委員会議  

藤間  麗憙 長岡京市文化協会  

米澤  民惠 公益財団法人長岡京市スポーツ協会  

藤井  一郎 長岡京市小中学校長会（小学校長）  

永砂  正弘 長岡京市小中学校長会（中学校長）  

山本 利恵子 長岡京市ＰＴＡ連絡協議会  

市民 

木和  宏美 （公募）  

五井  朋子 （公募）  
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（４）長岡京市教育振興基本計画審議会への諮問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）長岡京市教育振興基本計画審議会からの答申 

  

7 長 教 総 第 8 号  

令和 7 年 5 月 27 日  

長岡京市教育振興基本計画審議会 

会長 竺沙 知章 様 

 

長岡京市教育委員会 

 

長岡京市第２期教育振興基本計画の中間見直しについて（諮問） 

 

 長岡京市第２期教育振興基本計画の中間見直しに当たり、長岡京市教育振興基本計画審議会設置条

例に基づき、諮問します。 

令和 8年 2月 5日 

長岡京市教育委員会 様 

長岡京市教育振興基本計画審議会 

会長 竺沙 知章 

 

長岡京市第２期教育振興基本計画の中間見直しについて（答申） 

 

 令和 7年 5月 27日付 7長教総第 8号で諮問のありました、見出しのことについて、本審議会にお

ける検討、協議等の結果を別添のとおり取りまとめましたので、答申します。 

 

長岡京市第２期教育振興基本計画は、令和 3年度から令和 12年度までの 10年間を対象とした、長岡

京市における教育の総合的なプランとして、基本理念を『心のふれあいを大切に 生きる力をはぐく

む 明日の長岡京を創る しなやかな人づくり』と定め、目指すべき姿やその実現に向けて取り組む

べき施策を定めたものです。 

 

本審議会では、計画策定から５年が経過したことを受け、現行計画の成果と課題を詳細に検証し、社

会経済情勢や市民ニーズの変化に対応するため、施策内容の修正について議論を重ね、中間見直し案

を取りまとめました。 

 

今後、本審議会の答申内容を十分に尊重し、第２期教育振興基本計画が、より現実的かつ効果的な計

画として見直しがなされ、教育の振興に関する施策が総合的かつ計画的により推進されることを期待

します。 
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６ 計画の策定経過 

令和元年度 

年月日 内容等 

令和元年８月２日 「長岡京市第２期教育振興基本計画策定方針」の策定 

令和元年８月２８日 
長岡京市定例教育委員会 

・「長岡京市第２期教育振興基本計画策定方針」について（報告） 

令和元年１１月２１日 
令和元年度第１回長岡京市総合教育会議 

・長岡京市第２期教育振興基本計画の策定について 

令和２年１月１４日 

～令和３年３月２３日 

「長岡京市第２期教育振興基本計画策定のためのアンケート調査」の実施 

（児童生徒・保護者・市民・教職員（学校長、教務主任）） 

令和２年２月１９日 

長岡京市定例教育委員会 

・長岡京市教育振興基本計画審議会委員の委嘱について  

・長岡京市教育振興基本計画審議会に対する諮問について 

令和２年３月３０日 

第１回長岡京市教育振興基本計画審議会 

・会長・副会長の選出 

・諮問 

・長岡京市第２期教育振興基本計画の策定について 

・アンケート結果について 

令和２年度 

年月日 内容等 

令和２年７月２日 

第２回長岡京市教育振興基本計画審議会 

・現状と課題について 

・長岡京市第２期教育振興基本計画骨子案 

令和２年１０月１日 
第３回長岡京市教育振興基本計画審議会 

・長岡京市第２期教育振興基本計画（第１次素案） 

令和２年１０月２１日 
令和２年度第１回長岡京市総合教育会議 

・教育大綱について 

令和２年１１月１６日 
第４回長岡京市教育振興基本計画審議会 

・長岡京市第２期教育振興基本計画（第２次素案） 

令和２年１２月１５日 
長岡京市議会文教厚生常任委員会 

・「長岡京市第２期教育振興基本計画(案)」に関する意見募集について (報告) 
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年月日 内容等 

令和２年１２月１６日 
長岡京市定例教育委員会 

・「長岡京市第２期教育振興基本計画(案)」に関する意見募集について（報告） 

令和２年１２月１６日 

～令和３年１月１５日 
意見公募（パブリックコメント）実施 

令和３年２月１日 

第５回長岡京市教育振興基本計画審議会 

・意見公募結果の報告 

・長岡京市第２期教育振興基本計画（最終案） 

令和３年２月１０日 長岡京市教育振興基本計画審議会からの答申 

令和３年２月１７日 
長岡京市定例教育委員会 

・長岡京市第２期教育振興基本計画の策定について 

令和３年２月１７日 
令和２年度第２回長岡京市総合教育会議 

・教育大綱について 

令和７年 

年月日 内容等 

令和７年５月２７日 

第１回長岡京市教育振興基本計画審議会 

・会長・副会長の選任 

・計画の見直しについて 

令和７年９月１８日 
第２回長岡京市教育振興基本計画審議会 

・長岡京市第２期教育振興基本計画中間見直し（案）について 

令和７年１１月２７日 
第３回長岡京市教育振興基本計画審議会 

・長岡京市第２期教育振興基本計画中間見直し（案）について 

令和７年１２月１７日 

～令和８年１月１６日 
意見公募（パブリックコメント）実施 

令和８年２月５日 

第４回長岡京市教育振興基本計画審議会 

・長岡京市第２期教育振興基本計画（最終案）について 

・長岡京市第２期教育振興基本計画の答申（案）について 

令和８年２月１８日 
長岡京市定例教育委員会 

・長岡京市第２期教育振興基本計画中間見直しについて 
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